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１．欧州（欧州連合知的財産庁） 

 

（１）商標法の動向等 

 

 １）欧州連合では、2004 年 10 月 1 日からマドリッド協定議定書が発効している。2017

年 1月 30日時点での欧州連合の加盟国は、28か国（ベルギー、ブルガリア、チェコ、デン

マーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチ

ア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、

オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキ

ア、フィンランド、スウェーデン、英国）であり、加盟を申請している国が 5 か国（トル

コ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ、セルビア、アルバニア）である。 

 

 ２）欧州連合商標（以下「EU 商標」という。）については、EU 商標に関する理事会規則

（COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union 

trade mark、以下「理事会規則」という。）に定められている。最近の改正は、2015年 12

月 24 日付けで欧州連合官報において公示された1。一部は公示から 90 日後の 2016 年 3 月

23 日に施行された2。残りの部分については、2017 年 10月 1日に施行され、本報告書にお

いては、今後の利便性を考慮してその部分も含めて説明をする。 

 

 ３）2016年 3月 23日の上記施行に伴い、「欧州共同体商標」の名称が「欧州連合商標（EU

商標）」に変更され、「欧州共同体商標意匠庁（OHIM）」の名称が「欧州連合知的財産庁（EUIPO）」

に変更された。なお、欧州連合知的財産庁は、以下では「EUIPO」と表記する。 

 

 ４）EU商標の実施規則については、2016年3月23日に施行された、COMMISSION REGULATION 

(EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 

on the Community trade mark（以下「実施規則」という。）が効力を有している3。 

 

 ５）他に、審査ガイドラインがホームページで公開されている4。 

                                                   
1 EUIPOホームページ→Law & practice→Law→EU trade mark legal texts→「Amending Regulation」 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456313648273&uri=CELEX:32015R2424［最終アクセス日：2017

年 1月 25日］ 
2 EUIPOホームページ→Law & practice→Law→EU trade mark legal texts→「EUTMR – European Union trade mark 

Regulation」 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323［最終アクセ

ス日：2017年 1月 25日］ 
3 EUIPOホームページ→Law & practice→Law→EU trade mark legal texts→「EUTMIR – European Union trade mark 

implementing regulation」 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461332867393&uri=CELEX:01995R2868-20160323［最終アクセ

ス日：2017年 1月 25日］ 
4 EUIPOホームページ→Law & practice→Practice→「Trade mark guidelines」 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456313648273&uri=CELEX:32015R2424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461325727753&uri=CELEX:02009R0207-20160323
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461332867393&uri=CELEX:01995R2868-20160323
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines


8 

（２）商標の定義 

 

 EU商標は、理事会規則に定める条件及び手続に従い登録されている商品又はサービスの

ための商標をいう（理事会規則第 1条(1)）。EU 商標は、欧州連合の全体について同一の効

力を有する商標であり、その効力を欧州連合の一部の加盟国に限定することはできない（理

事会規則第 1条(2)）。 

 

理事会規則第 1 条 EU 商標 

(1) 本規則に含まれる条件に従い、かつ、ここに定める方法で登録される商品又はサービスについての商標

は、以下「EU商標」という。 

(2) EU 商標は、単一性を有するものとする。それは、欧州連合全域において等しい効力を有するものとする。

EU 商標は、欧州連合全域以外には登録、移転又は放棄されることはなく、所有者の権利を取り消すか又はそ

れを無効と宣言する決定の対象とはならず、また、その使用を禁止されることもない。この原則は、本規則

に別段の規定がない限り、適用されるものとする。 

 

 EU商標として登録可能な標章は、理事会規則第 4条5に規定されている。ある事業者の商

品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別できるものであって、かつ保護

が与えられる主題について第三者が明確かつ正確に判断できる方法で商標を登録簿に表示

できるという条件を満たせば、以下を含むものは商標として登録することができる。言葉、

人名、デザイン、文字、数字、色彩、商品又は商品の包装の形状、音響。これ以外に、ホロ

グラム、動的標章、位置標章、トレーサ標章などが登録可能である。 

 芳香標章は、写実的に表現できないため、登録可能な標章としては認められていない。 

 

理事会規則第 4 条 EU 商標を構成することができる標識 

EU 商標は、何らかの標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、数字、色彩、商品又はその包装の形状、

音響により構成することができる。ただし、それらの標識が以下を満たすことを条件とする。 

（a） ある企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別できること、及び 

（b） 権限のある当局及び公衆が、所有者に与えられる保護の主題を明確で正確に判断できる方法で、EU商

標の登録簿（「登録簿」）に記されていること。 

 

 １）欧州連合団体標章 

 欧州連合団体標章（以下「EU団体標章」という。）とは、団体標章を所有する組合の構成

員の商品又はサービスを、他の事業者の商品又はサービスから識別することができる EU商

標である。製造事業者、生産者、サービス提供者、商品取引事業者の組合で、その設立準

拠法により、自己の名称であらゆる権利義務を取得又は負担し、契約の締結その他の法律

行為を行い、訴訟当事者能力を有するものは、公法上の法人とともに、EU団体商標の出願

                                                   
5 理事会規則第 4条は、2017年 10月 1日に施行される。これにより、色彩、音響が保護登録可能な標章として明示的

に示されることになる。 
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をすることができる（理事会規則第 66条(1)）。 

 

理事会規則第 66条 EU団体標章 

(1) 欧州連合団体標章（EU団体標章）は、その出願の際に団体標章として記述され、その所有者である団

体の構成員の商品又はサービスと他の企業のそれとを識別することができる EU商標である。製造者、生産

者、サービスの提供者又は取引業者の団体であって、それらを規制する法律の用語に基づいて、自己の名称

であらゆる種類の権利及び義務を有し、契約を締結し又はその他の法律行為をなし、訴え及び訴えられる能

力を有するもの、並びに公法によって規制される法人は、EU団体標章の出願をすることができる。 

 

 ２）EU証明標章6 

 EU証明標章とは、地理的起源を除き、材質、商品の製造方法やサービスの実行方法、品

質や正確性やその他の特徴に関して、証明標章の所有者によって証明された商品又はサー

ビスを、証明されていない商品又はサービスから識別することができる EU商標である（理

事会規則第 74a条(1)）。 

 

理事会規則第 74a条 EU証明標章 

(1) EU 証明標章は、その出願の際に EU 商標として記述され、地理的起源を除き、材質、商品の製造方法若し

くはサービスの実行方法、品質、正確性又は他の特徴の点で、標章の所有者により証明された商品又はサー

ビスと、証明されていない商品及びサービスとを識別することができる EU商標でなければならない。 

 

（３）方式要件 

 

 日本を本国官庁とする基礎出願又は基礎登録について、欧州連合を領域指定した国際登

録出願を行う場合の、出願書類（MM2）の記入に関する留意点は、以下のとおりである。 

 

 １）出願人（APPLICANT）【願書の第 2欄】 

 出願書類（MM2）の「2 APPLICANT」欄(a)には、国際登録出願の名義人が法人の場合には、

公式の名称を記載し、かつ法人の法的形態（略称形でもよい）を含むものでなければなら

ない（実施規則第 1規則(b)）。 

 

実施規則第 1規則 出願の内容 

(1) EU 商標出願には、次のものを含める。 

(b) 出願人の名称、宛先及び国籍並びに出願人が居住するか、所在地又は施設を有している国。自然人の名

称については、姓及び名を記載する。法人及び理事会規則第 3 条に該当する団体の名称は、公式の名称を記

載し、かつ、法人の法的形態を含めるものとするが、慣習上の省略形を用いてもよい。電話番号、ファクス

番号、電子メール宛先、及び出願人が通信の受領を受諾するその他のデータ通信手段の詳細を記載すること

ができる。各出願人については、原則として、1の宛先のみを記載する。複数の宛先が記載されている場合 

                                                   
6 理事会規則第 74a条は、2017年 10月 1日に施行される。それまでは、EU証明標章は商標としては認められない。 
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は、出願人が当該複数の宛先の 1 を送達宛先として指定する場合を除き、最初に記載されている宛先のみが

考慮されるものとする。 

 

 ２）基礎出願又は基礎登録（BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION）【願書の第 5

欄】 

 国際登録について、それが団体標章、証明標章又は保証標章に関する基礎出願又は基礎

登録を基礎とすることを表示する場合は、EU 団体標章又は EU 証明標章として取り扱われ

る7（理事会規則第 154a 条(1)）。 

 

理事会規則第 154a 条 団体標章及び証明標章 

(1) 国際登録が団体標章、証明標章又は保証標章に関する基礎出願又は基礎登録に基づく場合、連合を指定

する国際登録は、EU 団体標章又は EU 証明標章のいずれか適用される方として、取り扱われなければならな

い。 

 

 ３）標章（THE MARK）【願書の第 7欄】 

 商標の定義は、本報告書「（２）商標の定義」に記載の通りである。 

 

 （ⅰ）標準文字／表彰的な商標 

 出願書類（MM2）の「7 THE MARK」欄(c)の標準文字制度はない。ただし、文字商標とし

て審査されるためには、商標見本は、通常の活字でタイプ等したもので提出しなければな

らない。そうでない場合には、図形商標とみなされる（実施規則第 3規則(1)、審査ガイド

ライン PART B, SECTION 2, 10.2）。 

 

実施規則第 3規則 標章の表示 

(1) 出願人が特別な図形的特徴又は色彩についての主張を望まない場合は、標章は通常の書体で、例えば、

出願書類において当該文字、数字及び標識をタイプ印書することにより、複製する。小文字及び大文字の使

用は許容され、また、庁による標章の公告及び登録もその態様でなされる。 

 

審査ガイドライン PART B, SECTION 2, 10.2 図形標章 

図形標章は、以下からなる標章である。 

・図形的要素のみ。 

・言語的要素と図形的要素又はそれ以外の写実的要素の組み合わせ。 

・標準文字でない言語的要素。 

・色彩を含む言語的要素。 

・複数行にまたがる言語的要素。 

                                                   
7 理事会規則 154a条は、2017年 10月 1日に施行される。それまでは、国際登録について、それが団体標章、証明標章

又は保証標章に関する基礎出願又は基礎登録を基礎とすることを表示する場合は、EU団体標章として取り扱われる（実

施規則第 121規則(1)）。 
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・EUのアルファベット以外の文字。 

・キーボードで再現できない記号。 

・上記の組み合わせ。 

（省略） 

 

 （ⅱ）色彩又は色彩の組み合わせそのものよりなる商標 

 出願書類（MM2）の「7 THE MARK」欄(a)の商標見本が色彩付きの場合には、色彩を主張

しているとみなされる（実施規則第 3規則(1)）。 

 

 ４）色彩に係る主張（COLOR(S) CLAIMED）【願書の第 8欄】 

 出願書類（MM2）の「8 COLOR(S) CLAIMED」欄(a)の記載が必要である。商標を構成する

色彩は語句でも表示するものとし、また、認められている色彩コードへの言及を付記する

ことができる。（実施規則第 3規則(5)、審査ガイドライン PART B, SECTION 2, 10.5）。 

 

実施規則第 3規則 標章の表示 

(5) 色彩による登録を出願する場合は、(2)に基づく標章の表示は、標章の色彩付き複製から構成しなければ

ならない。標章を構成する色彩は語句でも表示するものとし、また、認められている色彩コードへの言及を

付記することができる。 

 

審査ガイドライン PART B, SECTION 2, 10.5 色彩それ自体 

（省略） 

色彩自体の標章を適用する場合、単なる色のサンプルを単独で提供するだけでは十分ではない。標章の対象

となる色彩又は色彩の組合せは、「色の表示」分野の用語で記述する必要がある。さらに、国際的に認められ

た色彩コード（2003年 5月 6日の判決、C-104/01、Libertel、EU:C:2003:244、§31-38）を提供することを

強く推奨する。色彩の表示の詳細については、下記の 12 節を参照のこと。 

（省略） 

 

 ５）その他の表示（MISCELLANEOUS INDICATIONS）【願書の第 9欄】 

 （ⅰ）立体商標 

 立体商標については、出願書類（MM2）の「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS」(d)「Three-

dimensional Mark」の□にチェックするほか、商標の表示は、写真複製か又は図解表示か

ら構成しなければならないが、表示には商標の最多 6 つの異なる斜視図を含めることがで

きる。複数の斜視図を含める場合、電子出願では１つの JPEGファイルで提出し、紙出願で

は１つの A4紙で提出する必要がある（実施規則第 3規則(4)、審査ガイドライン PART B, 

SECTION 2, 10.3）。 

 

実施規則第 3規則 標章の表示 

(4) 立体標章の登録出願をする場合は、その旨の指摘を出願に含める。標章の表示は、標章の写真複製か又 
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は図解表示から構成しなければならない。表示には、標章の最多 6の異なる斜視図を含めることができる。 

 

審査ガイドライン PART B, SECTION 2, 10.3 立体標章 

（省略） 

立体標章は、3次元形状（容器、包装、製品自体を含む）からなる標章である。写真又は写実的な表現は、同

じ形状の最多 6つの斜視図で構成することができる。それらの描写は、電子ファイル出願の場合は 1つの JPEG

ファイルで、又は紙ファイル出願の場合は 1つの A4シートで、提出されなければならない。最多 6 つの斜視

図を提出することができるが、保護される形状が単一の視点から確認できる場合は、形状の単一の視点で十

分である。 

（省略） 

 

 （ⅱ）商標使用規則の写しの提出 

 通常の商標については、商標使用規則の写しの提出は不要である。 

 EU団体標章又は EU証明標章の領域指定の場合には、出願書類（MM2）の「9 MISCELLANEOUS 

INDICATIONS」(d)「Collective mark, certification mark, or gurantee mark」の□にチ

ェックするほか、国際登録出願の名義人は、国際事務局が国際登録の領域指定を EUIPO に

通知した日から 2 か月以内に、直接、EUIPO に商標使用規則の写しを提出しなければなら

ない（理事会規則第 154a 条(2)）。手数料は不要である（国際事務局 Information Notice 

No.19/2004, 58）。国際登録出願の名義人が欧州経済領域（European Economic Area）にお

いて自己の住所、又は自己の主営業所若しくは現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所

（real and effective industrial or commercial establishment）を有さない自然人又は

法人（以下「非居住者」という。）である場合には、EUIPOで認められた代理人を通じて行

う必要がある（審査ガイドライン PART M, 3.3.3.2）。 

 商標使用規則には、実施規則第 43 規則(2)に記載された事項を記載しなければならない

（国際事務局 Information Notice No.19/2004, 49、実施規則第 43規則(2)、委員会規則

第 67条(2)）。 

 

理事会規則第 154a 条 団体標章及び証明標章 

(2) 国際登録の所有者は、国際事務局が国際登録を庁に通知した日から 2か月以内に、第 67 条及び第 74b条

に規定される標章の使用規約を庁に直接提出しなければならない。 

  

                                                   
8 WIPOのホームページ→WIPO｜MADRID→Members→Member procedures→European Union→Miscellaneous→

「Collective and Guarantee Marks」の欄の下記リンク先（WIPO の通達）を参照。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 
9 WIPOのホームページ→WIPO｜MADRID→Members→Member procedures→European Union→Miscellaneous→

「Collective and Guarantee Marks」の欄の下記リンク先（WIPO の通達）を参照。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc
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審査ガイドライン PART M, 3.3.3.2 団体標章 

（省略） 

EUTMIR10第 121 規則（2）に従って、所有者は、国際事務局が EUIPO にその指定を通知した日から 2 か月以内

に、EUIPOに直接使用規約を提出しなければならない。 

それまでに、使用規約が提出されていないか若しくは不正を含んでいるか、又は所有者が第 66条の要件を満

たさない場合、審査官は保護の暫定的拒絶通報を出し、欠陥を是正するために、EUTMIR 第 121 規則（3）に従

って EUIPO が暫定的拒絶通報を発行する日から 2 か月間が所有者に与えられる。IR11所有者が EUIPO に対す

る手続について代理されることが要求される場合及び EUIPO に対する代理人が EUIPO によって管理される代

理人のデータベースに掲載されていない場合、EUTMR12第 92 条及び第 93 条に従い、暫定的拒絶通報の通知に

より、所有者は代理人を選任するよう要請される。この通知は国際登録簿に記録され、官報に掲載され、IR

所有者に送られる。暫定的拒絶通報に対する応答は、EUIPO に提出されなければならない。 

（省略） 

 

実施規則第 43規則 EU団体標章を規制する規約 

(2) EU 団体標章を規制する規約には、次のものを明記しなければならない。 

(a) 出願人の名称及びその事務所の宛先 

(b) 当該団体の目的又は公法に規制される当該法人の設立の目的 

(c) 当該団体又は前記法人を代表する権限を与えられた組織 

(d) 構成員であることの条件 

(e) 当該標章の使用を許諾された者 

(f) 該当する場合は、制裁手段を含む、当該標章の使用を規制する条件 

(g) 該当する場合は、理事会規則第 67 条(2)第 2 文にいう権限 

 

理事会規則第 67条 標章の使用規約 

(2) 使用規約は、標章を使用する権限を有する者、団体の構成員であることの条件、及びそれらが存在する

場合は、制裁を含む標章の使用条件を明示するものとする。第 66 条(2)にいう標章の使用規約は、関係地域

を出所とする商品又はサービスを有する者に標章の所有者である団体の構成員になる権限を与えるものでな

ければならない。 

 

 ６）商品及び役務（サービス）の指定（GOODS AND SERVICES）【願書の第 10欄】 

 EUIPOは、出願書類 MM2「10 GOODS AND SERVICES」における商品及びサービスのリスト

に含まれる用語について、審査を行う（理事会規則第 154条(1)、審査ガイドライン Part 

M, 3.3.3.4）。 

 商品及びサービスの分類については、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類

に関する 1957 年 6 月 15 日のニース協定によって定められた分類を適用する（理事会規則

                                                   
10 実施規則のこと。 
11 国際登録のこと。 
12 委員会規則のこと。 
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第 28条(1)）。 

 

理事会規則第 154条 商品及びサービスの指定、絶対的拒絶理由に関する審査 

(1) 欧州連合を指定する国際登録は、EU 商標出願と同様の方法で、理事会規則第 28 条(2)乃至(4)への適合

性及び絶対的拒絶理由に関する審査に従うことを条件とする。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.3.3.4 漠然とした言葉 

（省略） 

EU を指定する国際登録は、EUTM 直接申請と同じ方法で商品及びサービスの一覧内の広範な又は曖昧な用語の

指定を審査されなければならない（詳細は、ガイドライン Part B, 審査, section 3, 分類を参照）。 

（省略） 

 

理事会規則第 28条 商品及びサービスの指定及び分類 

(1) 商標登録が適用される商品及びサービスは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する

1957 年 6 月 15 日のニース協定（「ニース分類」）によって定められた分類方式に従って分類されなければな

らない。 

 

 ７）領域指定国（DESIGNATED CONTRACTING PARTIES）【願書の第 11欄】 

 （ⅰ）第二言語の指定 

 出願書類（MM2）の「2 APPLICANT」欄(e)で国際事務局からの通知を受領するための言語

を指定（指定しなければ国際出願の言語である英語となる）するほかに、「11 DESGNATED 

CONTRACTING PARTIES」欄で「EM European Union」の前の□にチェックして、「11 DESGNATED 

CONTRACTING PARTIES」欄の注記 1の記載に従い、EUIPOの英語以外の公式言語である四つ

の言語（フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語）のうち一つを選択して、□に

チェックする必要がある（マドリッド共通規則第 9 規則(5)(g)(ii)、理事会規則第 119 条

(3)）。事後指定の場合には、五つの言語（英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペ

イン語）のうち一つを選択することになる。 

 EUIPO での審査等については国際出願の言語である英語が使用される。ただし、異議申

立て、取消審判又は無効審判の手続については、申立人の選択により、国際出願の言語で

ある英語又は国際登録出願の名義人が上記出願書類 MM2で選択した言語が使用される（理 

事会規則第 119条(5)、(6)、第 161b条13）。 

 第二言語の指定がない場合は、暫定的拒絶通報が発行される（審査ガイドライン Part M, 

3.3.3.1）。 

  

                                                   
13 理事会規則第 119条(5)、(6)、第 161b条は 2017年 10月 1日に施行されるが、2017年 1月 25日現在と運用は変わら

ない。 
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マドリッド共通規則第 9規則 国際出願に関する要件 

(5) ［国際出願の追加的内容］ 

(g) 国際出願が締約国際機関の指定を含む場合には、次の表示を含むことができる。 

(ii) その締約国際機関の法律に基づいて、出願人がその締約国際機関の官庁における第二の使用言語を表示

するように要求される場合には、国際出願の言語に加えて、その第二言語の表示。 

 

理事会規則第 119条 言語 

(3) 出願人は、自己が異議申立て、取消し又は無効の手続に使用し得る手続言語として認める庁の言語によ

る第 2 言語を表示しなければならない。出願が庁の言語の 1 でない言語によりなされている場合は、庁は、

第 26 条(1)に掲げた事項について、出願を出願人が表示した言語に翻訳するよう調整する。 

(5) 異議申立ての通知及び取消し又は無効宣言の申請は、庁の言語の 1により提出しなければならない。 

(6) (5)に従い、異議申立ての通知又は取消し若しくは無効の申請のために選択された言語が、商標出願の言

語又は出願時に表示された第 2言語である場合は、その言語が手続言語になる。 

(5)に従い、異議申立ての通知又は取消し若しくは無効の申請のために選択された言語が、商標出願の言語及

び出願時に表示された第 2 言語の何れでもない場合は、異議申立人又は取消し若しくは無効を求める当事者

は、自己の費用により、その申請について商標出願の言語（ただし、これは庁の言語である）又はその出願

時に表示した第 2 言語の何れかへの翻訳文を提出するよう要求される。当該翻訳文は、異議機関の満了後又

は取消し若しくは無効宣言の申請の提出日から 1 か月以内に提出しなければならない。当該申請が翻訳され

た言語は、その後は手続言語になる。 

 

理事会規則第 161b 条 言語の使用 

本規則及びこれに基づいて採択された規則を、欧州連合を指定する国際登録に適用する目的で、国際出願の

出願言語は、第 119 条（4）の意味する手続の言語とする。国際出願に示される言語は、第 119 条（3）の意

味における第 2 言語とする。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.3.3.1 言語 

（省略） 

第 2 言語が示されていない場合、審査官は、保護の暫定的拒絶通報を発行し、欠陥を是正するために EUTMR

第 154条に従い、庁が暫定的拒絶通報を発行した日から 2か月間を所有者に与える。IR 所有者が EUIPO に対

する手続について代理されることが要求される場合及び EUIPO に対する代理人が EUIPO によって管理される

代理人のデータベースに掲載されていない場合、EUTMR 第 92条及び第 93 条に従い、暫定的拒絶通報の通知 

により、所有者は代理人を選任することについても要請される。この通知は国際登録簿に記録され、官報に

掲載され、IR所有者に送られる。暫定的拒絶通報に対する応答は、EUIPO に提出されなければならない。 

（省略） 

 

 （ⅱ）シニオリティの主張 

 欧州連合の加盟国に登録商標（ベネルクス諸国での登録又は加盟国において効力を有す

る国際的取決めに基づく登録（加盟国に対する国際登録の領域指定等）を含む。以下「先



16 

登録」という。）を所有している者が、当該登録商標と同一の商標を同一の商品又はサービ

ス（当該登録商標のすべての指定商品又はサービスを含む商品又はサービスを指定する場

合を含む）について EU商標の国際登録の領域指定をする場合には、シニオリティを主張を

することができる（理事会規則第 153条(1)14、第 34条(1)）。 

 シニオリティの主張のためには、国際登録出願の名義人は、関連する先登録の写し（関

係官庁が謄本であることを証明したもの）を、国際事務局が国際登録を欧州連合に通知し

た日から 3か月以内に提出する必要がある（理事会規則第 153条(2)、実施規則第 108規則

(1)）。ただし、運用上は審査官が要求した場合にのみ提出する必要があるとされる（国際

事務局 Information Notice No.10/200615、審査ガイドライン Part M, Section 3.3.3.3）。 

 国際登録出願の名義人が欧州経済領域の非居住者である場合、シニオリティの主張は代

理人により行われる必要がある（理事会規則第 92 条(2)、理事会規則第 153条(3)）。「（５）

③現地代理人の必要性の有無」参照。 

 シニオリティを主張した場合には、当該 EU商標が登録された後に、先登録が放棄又は期

間満了により消滅した場合（先登録が取消し又は無効となった場合を除く）においても、

EU 商標の所有者は、先登録が存続している場合と同一の権利を保有する（理事会規則第 34

条(2)、(3)、第 153条(1)）。 

 EU商標を領域指定する国際出願（事後指定を含む）においてシニオリティを主張する場

合には、シニオリティを主張する宣言書（MM17）を出願書類 MM2 に添付し、その枚数を出

願書類 MM2 の冒頭に、出願書類 MM2 の枚数とは別に記載する。シニオリティを主張する宣

言書（MM17）には、先登録がなされている国、その国における関係する商標登録の登録日、

登録番号、指定商品及びサービスを記載する（マドリッド共通規則第 9 規則(5)(g)(i)、審

査ガイドライン Part M, 3.3.3.3）。 

 なお、国際登録の領域指定の保護が確定し、公告された後に、EUIPOに直接、シニオリテ

ィの主張をすることも認められる（理事会規則第 153a 条(1)16）。この場合には、国際登録

の領域指定の保護についてのシニオリティの主張であること、国際登録番号、国際登録出

願の名義人の名称と住所、先登録がなされている国、当該国における関係する商標登録の

登録日、登録番号、登録された指定商品及びサービス、シニオリティを主張する商品及び

サービス、代理人の名称及び住所（国際登録出願の名義人が欧州経済領域の非居住者であ

る場合には、必ず代理人を選任しなければならない）、先登録の登録謄本が申請書類に含ま

れていなければならない（実施規則第 110規則(3)）。 

 

理事会規則第 92条 代理人の一般原則 

(2) 本条(3)の第 2 文を害することなく、欧州経済領域において自己の住所、又は自己の主営業所若しくは現

実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有さない自然人又は法人は、EU 商標出願以外は、本規則に定める 

                                                   
14 理事会規則第 153条は、2017年 10月 1日に施行されるが、2017 年 1月 25日現在と運用は変わらない。 
15 下記リンク先の WIPOの通達を参照。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_10.pdf［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 
16 理事会規則第 153a条は、2017 年 10月 1日に施行されるが、2017年 1月 25日現在の理事会規則第 153条(2)とほぼ

同様の内容である。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_10.pdf
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全ての手続について、第 93 条(1)に従い、庁に対し代理されなければならない。 

 

理事会規則第 153条 国際出願で主張されたシニオリティ 

(1) 連合を指定する国際登録の出願人は、国際出願において、ベネルクス諸国において登録された商標を含

み加盟国において登録されたか又は第 34 条に定める通り加盟国において効力を有する国際協定に基づいて

登録された先の商標のシニオリティを主張することができる。 

(2) シニオリティの主張を支持するための、第 34条（5）に従って採択された実施規則に規定されている文

書は、国際事務局が国際登録を庁に通知した日から 3か月以内に提出されなければならない。この点に関し、

第 34 条（6）が適用される。 

(3) 国際登録の所有者が第 92 条（2）の規定により事務局における手続について代理される義務がある場合、

本条(2)にいう連絡には、第 93 条（1）の意味で代理人を選任することの要請を含めるものとする。 

 

理事会規則第 34条 国内商標のシニオリティの主張 

(1) ベネルクス諸国において登録された商標を含め、加盟国において登録されたか又は加盟国において効力

を有する国際協定に基づいて登録された先の商標の所有者であって、登録されている先の商標の対象である

商品又はサービスと同一若しくはそれに含まれる商品又はサービスについて EU 商標として同一の商標の登

録出願をする者は、先の商標がその国において又はその国について登録されている加盟国に関して EU商標に

ついて当該先の商標のシニオリティを主張することができる。 

(2) シニオリティは、本理事会規則に基づいて、EU商標の所有者が先の商標を放棄し又は消滅させる場合に

おいて、先の商標が継続して登録されていたときは、その者が有していた筈のものと同一の権利を継続して

有していたものとみなすという唯一の効果を有する。 

(3) EU商標について主張されたシニオリティは、シニオリティが主張された先の商標が無効と宣言された、

又は取り消された場合に消滅するものとする。先の商標が取り消された場合、取消しの効果がその EU商標の

出願日又は優先日より前に生じたときは、シニオリティは消滅する。 

 

実施規則第 108 規則 国際出願において主張されるシニオリティ 

(1) 理事会規則第 34条にいう 1又は複数の先の登録商標のシニオリティが理事会規則第 153条(1)による国

際出願において主張された場合は、出願人は、国際事務局が当該国際登録を庁に通知した日から 3 か月以内

に、関係登録の謄本を庁に提出しなければならない。当該謄本については権限を有する当局が関係登録の真

正な謄本であることを証明するものとする。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.3.3.3 優先権主張 

（省略） 

出願人は、国際出願において又は事後指定において EU を指定するときは、加盟国に登録された先の標章のシ

ニオリティを主張することができる。この主張は、国際出願又は事後指定の申請に、MM17様式を添付して提

出しなければならない。主張には、以下が含まれなければならない。 

・先の権利が登録されている EU 加盟国。 

・登録番号。 
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・該当する登録の出願日。 

直接 EUTM出願に適用される EUTMIR 第 8規則（2）は準用されない。 

シニオリティの主張を支持する証明書又は文書は、WIPO によって EUIPO に送信されないため、MM17書式に添

付する必要はない。 

（省略） 

シニオリティの主張を支持する文書を提出する必要がある場合、又は主張に不正が含まれている場合、審査

官は、IR所有者に欠陥を是正するための 2 か月間を与え、欠陥書を発行する。IR所有者が EUIPO に対する手

続について代理されることが要求される場合及び EUIPO に対する代理人が EUIPO によって管理される代理人

のデータベースに掲載されていない場合、EUTMR第 92条及び第 93 条に従い、暫定的拒絶通報の通知により、

所有者は代理人を選任することも要請される。 

（省略） 

 

マドリッド共通規則第 9規則 国際出願に関する要件 

(5) ［国際出願の追加的内容］ 

(g) 国際出願が締約国際機関の指定を含む場合には、次の表示を含むことができる。 

(i) 出願人がその締約国際機関の法律に基づいて、その締約国際機関の加盟国において又はその締約国際機

関の加盟国に対して登録されている一又は二以上の先行する標章の優先順位（seniority）を主張する場合に

は、その先行する標章が登録されている一又は二以上の加盟国、関連する登録が発効した日付、関連する登

録の数、及びその先行する標章が登録されている商品及びサービスを供述する旨の宣言。そのような表示は、

国際出願に添付される公式様式によって行なわれなければならない。 

 

理事会規則第 153a 条 庁に対して主張されたシニオリティ 

(1) 連合を指定する国際登録の所有者は、第 152条（2）に基づくその登録の効力の公告日から、ベネルクス

諸国に登録された商標を含む加盟国に登録された先の商標、又は第 35条に従い、加盟国において効力を有す

る国際協定の下で登録された先の商標のシニオリティを庁に主張することができる。 

 

理事会規則第 35条 EU商標の登録後におけるシニオリティの主張 

(1) ベネルクス諸国において登録された商標を含め、加盟国において登録された先の同一商標の所有者であ

るか、又は加盟国において効力を有する国際登録をされた先の同一商標の所有者である EU商標の所有者は、

登録されている先の商標の対象である商品又はサービスと同一又はそれに含まれる商品又はサービスについ

て、先の商標がその国において又はその国について登録された加盟国に関して当該先の商標のシニオリティ

を主張することができる。 

 

実施規則第 110 規則 庁において主張されるシニオリティ 

(3) 理事会規則第 153 条(2)及び本条規則(1)によるシニオリティの主張の申請には、次のものを含める。 

(a) シニオリティの主張がマドリッド協定議定書に基づく国際登録についてなされた旨の表示 

(b) 国際登録の登録番号 

(c) 第 1 規則(1)(b)に従う国際登録の所有者の名称及び宛先 
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(d) 当該所有者が代理人を選任している場合は、第 1規則(1)(e)に従う当該代理人の名称及び営業所の宛先 

(e) 当該先の商標がその国において又はその国について登録されている 1又は複数の加盟国、関係登録が有

効となった日付、関係登録の番号及び登録されている先の商標の対象である商品及びサービス 

(f) シニオリティが当該先の登録に含まれた商品及びサービスの全部については主張されない場合は、主張

されるシニオリティの対象である商品及びサービスの表示 

(g) 関係登録の謄本であって、権限を有する当局が真正な謄本である旨を証明したもの 

(h) 国際登録の所有者が理事会規則第 92 条(2)により庁における手続において代理されざるを得ない場合

は、理事会規則第 93条(1)の意味における代理人の選任 

 

（４）審査 

 

 ①実体審査の概略 

 

 実体審査の概略の流れは次のとおりである17。  

                                                   
17 河合千明他著『マドリッドプロトコル実務の手引き』307頁（社団法人 発明協会、2011年）を参考に作成。 
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図：実体審査の概略フロー 

 

【出願人】   【国際事務局（IB）】   【指定国官庁（欧州）】 
 

  国際登録出願 
（事後指定） 国際登録・公開 

国際登録・ 
領域指定通知 出願公告 

シニオリティの審査 

シニオリティの可否 

サーチレポートの作成・送付 サーチレポート 
受領 

受領 

利害関係者への出願の通知 

 

実体審査 

暫定的拒絶通報 
受領 暫定的拒絶通報 

応答 

異議申立 
期間経過 

暫定保護認容声明
受領 

暫定保護認容声明 

拒絶の最終処分 拒絶理由なし 

情報提供 

異議申立 

   
異議手続 

異議決定 

暫定的拒絶通報 
受領 暫定的拒絶通報 

応答 

上訴 
  

欧州裁判所の判断 

保護拒絶（全部）の確定 

保護拒絶（全部又は一部）の確定 

登録公告 

先行商標権者等 

異議申立人 

第三者 

※1 ※1 

※2 

※2 

※3 

※1 出願人の求めに応じて 

※2 領域指定通知から 18か月以内 

※3 異議申立人期間は出願公告 1か月後から 4か月までの 3か月間 
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 欧州連合を領域指定した国際登録は、その登録の日又は欧州連合が事後指定された日か

ら、EU商標の出願としての効力を有する（理事会規則 151条(1)）。 

 

理事会規則第 151条 欧州連合を指定する国際登録の効力 

(1) 欧州連合を指定する国際登録は、マドリッド協定議定書第 3条(4)によるその登録の日から、又はマドリ

ッド協定議定書第 3条の 3(2)による欧州連合のその後の指定日から、EU商標出願と同じ効力を有する。 

 

 １）出願公告 

 EUIPO は、欧州連合を領域指定した国際登録の国際登録日又は事後指定の日、出願の言

語と国際登録出願の名義人が指定した第二言語、国際登録番号、国際事務局が発行する国

際公報での公告日、標章の複製及び指定商品及びサービスの分類を公告する（理事会規則

第 152条(1)）。 

 この出願公告以後に商標権侵害となる行為を行った者に対しては、国際登録の領域指定

の保護確定後であれば、出願公告日に遡って補償金を請求することができ、登録公告日以

降は禁止させることができる（理事会規則第 151 条(3)、第 9b条(1)、(2)）。 

 

理事会規則第 152条 公告 

(1)庁は、マドリッド協定議定書第 3 条(4)により欧州連合を指定する標章の登録日又はマドリッド協定議定

書第 3条の 3(2)による欧州連合のその後の指定日、国際出願の言語及び出願人が表示した第 2言語、国際事

務局が官報により公告した国際登録の番号及び当該登録の公告日、標章の複製並びに請求される保護の対象

である商品及びサービスの類の番号について、公告する。 

 

理事会規則第 151条 欧州連合を指定する国際登録の効力 

(3) 第 9 条(3)の適用上、第 152 条(1)による欧州連合を指定する国際登録の詳細の公告は、EU商標出願の公

告に取って代わり、また、第 152条(2)による公告は、EU商標の登録の公告に取って代わるものとする。 

 

理事会規則第 9b条 第三者に対する権利が優先される日 

(1) EU 商標により付与される権利は、商標登録の公告日から第三者に対して優先するものとする。 

(2) EU 商標出願の公告日の後に行なわれる行為に関して、その行為が、商標の登録の公告後に当該公告の効

果により禁止されるものであれば、合理的な補償を請求することができる。 

 

 ２）シニオリティの主張がある場合 

 国際事務局が国際登録の領域指定を EUIPO に通知した日から 3 か月以内に、国際登録出

願の名義人は、関連する先登録の写し（関係官庁が謄本であることを証明したもの）を、

EUIPO に提出しなければならない（理事会規則第 153条(2)、実施規則第 108規則(1)）。た

だし、運用上は審査官が要求した場合にのみ提出する必要があるとされる（国際事務局

Information Notice No.10/2006、審査ガイドライン Part M, Section 3.3.3.3）。 

 この手続は、国際登録出願の名義人が、欧州経済領域の非居住者である場合には、代理
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人により行われる必要がある（理事会規則第 153 条(3)）。「（５）③現地代理人の必要性の

有無」参照。 

 EUIPO は、シニオリティの主張が内容的に又は手続的に要件を満たさない場合には、期

間を定めて当該欠陥を是正するよう国際登録出願の名義人に求める。期間内に是正がされ

ない場合には、当該国際出願について主張されたシニオリティは失われる。シニオリティ

の主張の欠陥が、国際登録の領域指定の指定商品及びサービスの一部にのみ存在する場合

は、シニオリティの喪失は、関係する商品又はサービスについてのみ生じる（理事会規則

第 153条(4)、実施規則第 109規則(1)、(2)）。 

 シニオリティの主張の喪失、取下げ、限定は国際事務局に通知される。国際事務局は当

該通知に従い、国際登録にシニオリティの喪失、取下げ、限定を記録する（理事会規則第

153 条(5)、実施規則第 109 規則(3)、第 111規則、マドリッド共通規則第 21規則の 2）。 

 シニオリティの主張は、消滅しない限り、欧州連合の加盟国（ベネルクス商標庁を含む）

に通知される（実施規則第 109規則(4)）。 

 

理事会規則第 153条 国際出願で主張されたシニオリティ 

(4) 本条(1)のシニオリティの主張が、第 34 条に準拠していない、又は本条に定めるその他の要件を遵守し

ていないと庁が判断した場合には、同庁は、出願人に欠陥の是正を求めるものとする。庁が定める期限内に、

第 1 文でいう要件が満たされない場合、その国際登録に関するシニオリティの権利は失われるものとする。

欠陥が商品及びサービスの一部にのみ関わる場合、シニオリティの権利は、その商品及びサービスが関係す

る限り、失われるものとする。 

(5) 庁は、(4)に従ってシニオリティの権利の喪失に関する宣言を国際事務局に通知しなければならない。同

庁は、シニオリティの主張の取消し又は制限について国際事務局に通知しなければならない。 

 

実施規則第 109 規則 シニオリティの主張の審査 

(1) 庁は、第 108規則(1)に基づくシニオリティの主張が理事会規則第 34条に適合しないか又は第 108規則

のその他の要件を満たさないことを認めた場合は、同庁の指定する期間内に欠陥を是正するよう出願人に求

める。 

(2) (1)にいう要件が期限内に満たされない場合は、その国際登録に関するシニオリティ権は喪失する。欠陥

が商品及びサービスの一部のみに関する場合は、シニオリティ権は、それら商品及びサービスに関する限り

においてのみ喪失する。 

(3) 庁は、(2)によるシニオリティ権の喪失の宣言について国際事務局に通知する。同庁は、シニオリティの

主張の取下又は制限についても国際事務局に通知する。 

(4) 庁は、シニオリティの主張についてベネルクス商標庁又は関係加盟国の中央工業所有権庁に通知する。

ただし、シニオリティ権が(2)により喪失と宣言された場合は、この限りでない。 

 

実施規則第 111 規則 シニオリティの主張に影響を及ぼす決定 

理事会規則第 153 条(1)に従ってなされたか又は第 110 規則(5)により送達されたシニオリティの主張が庁に

より取り下げられ若しくは取り消された場合は、庁は、その旨を国際事務局に通知する。 
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マドリッド共通規則第 21規則の 2 優先順位の主張に関する他の事実 

(1) [優先順位（Seniority）の主張の最終拒絶] 

優先順位の主張が締約国際機関の指定に関して国際登録簿に登録されている場合には、その機関の官庁はそ

のような主張の有効性の全部又は一部を拒絶する最終決定を国際事務局に通知する。 

(2) [国際登録の後に主張される優先順位（Seniority）] 

締約国際機関を指定する国際登録の名義人がその締約国際機関の法律に基づいてその機関の加盟国において

又はその機関の加盟国に対して登録されている一又は二以上の商標の優先順位を直接その機関の官庁に主張

している場合、及びそのような主張が関係する官庁によって承認されている場合には、その官庁はその事実

を国際事務局に通知する。その通知には、以下を表示する。 

(i) 関係する国際登録の番号、及び 

(ii) 先行する標章が登録されている一又は二以上の加盟国、その先行する標章の登録が発効した日付、及び

関連する登録番号。 

(3) [優先順位（Seniority）の主張に影響を及ぼす他の決定] 

締約国際機関の官庁は、国際登録簿に登録されている優先順位の主張に影響を及ぼす取下げ及び取消しを含

む追加の最終決定を国際事務局に通知する。 

(4) [国際登録簿への登録] 

国際事務局は、(1)から(3)に基づいて通知された情報を国際登録簿に登録する。 

 

 ３）拒絶理由の審査 

 欧州連合を指定する国際登録は、EU 商標出願と同様の方法で、理事会規則第 28 条(2)-

(4)に関する適合性と絶対的拒絶理由に関して審査される（理事会規則第 154条(1)）。 

 欧州連合を指定する国際登録が、商標の保護が求められている商品及びサービスの明確

性又は正確性、又は指定商品及びサービスの全部又は一部についての絶対的拒絶理由に基

づき、保護できないと判断されたときは、暫定的拒絶通報を国際事務局に送付する（理事

会規則第 154条(2)、実施規則第 112規則(1)）。 

 国際登録出願の名義人は、意見を述べる機会が与えられる（理事会規則第 154条(4)） 

 暫定的拒絶通報には、国際登録番号、すべての拒絶の理由、意見書提出期間（暫定的拒

絶通報の発行日から 2か月）、一部の指定商品及びサービスの拒絶の場合には、拒絶される

指定商品及びサービス及び、欧州経済領域の非居住者である国際登録出願の名義人で代理

人が選任されていない場合には、代理人が選任されなければならないことが記載される（理

事会規則第 154条(3)、(4)、実施規則第 112規則(1)、第 113規則(1)）。 

 国際登録の領域指定で第二言語が指定されていない場合にも、EUIPO は暫定的拒絶通報

を国際事務局に送付する（理事会規則第 154条(5)、実施規則第 112規則(3)）。 

 暫定的拒絶通報に記載された所定の期間内に、暫定的拒絶通報に記載された保護に関す

る拒絶の見解が解消せず、代理人を指定せず、又は第二言語を指定しない場合には、当該

国際登録の領域指定の指定商品及びサービスの全部又は一部の保護は拒絶される（理事会

規則第 154条(6)、実施規則第 112規則(4)）。 

 この拒絶の決定に対しては審判請求することができる（理事会規則第 154条(6)）。 
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 異議申立期間開始後は、暫定的拒絶通報は発行されない。また、異議申立期間開始まで

に暫定的拒絶通報が発行されなかった場合には、EUIPO は、絶対的拒絶理由の審査が完了

したが異議又は情報提供の可能性があることを国際事務局に通知する（理事会規則第 154

条(7)、実施規則第 112規則(5)）。また、最終的な保護認容声明を発行するまで、EUIPOは、

いつでも絶対的拒絶理由の審査を再開することができる（理事会規則 154 条(7)）。 

 

理事会規則第 28条 商品及びサービスの指定及び分類 

(2) 商標の保護が求められている商品及びサービスは、権限のある当局及び経済事業者がその唯一の根拠に

基づいて、目的とする保護の範囲を決定するために、出願人により、十分明確かつ正確に、特定されなけれ

ばならない。 

(3) (2)の目的のために、ニース分類の分類見出しに含まれる一般的な表示又はその他の一般用語は、本条に

明記された明確さと正確さの基準を満たしていれば、使用されてもよい。 

(4) 庁は、出願人が庁によって、その趣旨で設定された期間内に受理可能な文言を提示していない場合には、

不明確又は不正確な表示又は用語に関して、出願を拒絶するものとする。 

 

理事会規則第 154条 商品及びサービスの指定、絶対的拒絶理由に関する審査 

(2) 連合を指定する国際登録が、国際事務局によって登録された商品及びサービスの全部又は一部について

本規則第 28 条（4）又は第 37 条（1）に基づき、保護の対象とならない場合、庁は、マドリッド協定議定書

第 5条（1）及び（2）に従って、職権による暫定的拒絶通報を国際事務局に発行するものとする。 

(3) 国際登録の所有者が、第 92 条（2）に従い庁における手続について代理される義務がある場合、本条(2)

に規定する通知には、第 93 条(1)の意味における代理人を選任することの要請を含めなければならない。 

(4) 暫定的拒絶通報の通知には、その裏付の理由を記載し、かつ、国際登録の所有者がその所見を提出でき

る期限を指定するものとし、また該当する場合は、代理人を選任しなければならない。当該期限は、庁が暫

定的拒絶通報を発行した日から起算されるものとする。 

(5) 連合を指定する国際出願が本規則第 161b 条による第 2言語の表示を含まないことを庁が認めた場合は、

同庁は、マドリッド協定議定書第 5 条(1)及び(2)に従い、職権による暫定的拒絶通報を国際事務局へ発行す

るものとする。 

(6) 国際登録の所有者が期限内に保護を拒絶する理由を克服しなかったか、又は該当する場合は代理人を選

任せず若しくは第 2 言語を表示しなかった場合は、庁は、登録されている国際登録の対象である商品及びサ

ービスの全部又は一部における保護を拒絶するものとする。この保護の拒絶は、EU 商標出願の拒絶の代わり

となる。この決定は、第 58 条から第 65条に従い、審判請求の対象となる。 

(7) 第 156条(2)にいう異議申立期間の開始までに、庁が本条(2)に従って職権による暫定的拒絶通報を発行

しなかった場合は、庁は、第 37 条による絶対的拒絶理由の審査が完了したが当該国際登録は依然として第三

者の異議申立又は所見の対象である旨を表示する保護付与の陳述書を国際事務局に発行するものとする。こ

の暫定声明は、保護の最終声明が発行される前に、いつでも自らの主導権で絶対的拒絶の検査を再開する権

利を害するものではない。 
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実施規則第 112 規則 絶対的拒絶理由に関する審査 

(1) 理事会規則第 154 条(1)による審査の過程において、理事会規則第 37条(1)により欧州連合への領域拡張

の対象である商標が国際事務局により登録されている商標の対象である商品又はサービスの全部又は一部に

対する保護には不適格であることを庁が認める場合は、同庁は、マドリッド協定議定書第 5(1)及び(2)並び

に共通規則の第 17 規則(1)により職権による暫定的拒絶通報を国際事務局へ発行する。国際登録の所有者が

理事会規則第 92 条(1)により庁における手続において代理されざるを得ない場合は、当該通知には、理事会

規則第 93 条(1)の意味における代理人を選任することの要請を含める。暫定的拒絶通報の通知にはその裏付

の理由を記載し、かつ、国際登録の所有者がその所見を提出できる期限を指定するものとし、また該当する

場合は代理人を選任しなければならない。当該期限は、庁が暫定的拒絶通報を発行した日から起算する。 

(3) 理事会規則第 154 条(1)による審査の過程において、欧州連合を指定する国際出願が本規則第 126 規則及

び共通規則第 9 規則(5)(g)(ii)による第 2 言語の表示を含まないことを庁が認める場合は、同庁は、マドリ

ッド協定議定書第 5 条(1)及び(2)並びに共通規則第 17 規則(1)による職権による暫定的拒絶通報を国際事務

局へ発行する。(1)の第 2文、第 3 文及び第 4文を適用する。 

(4) 国際登録の所有者が期限内に保護を拒絶する理由を克服しなかったか若しくは(2)に定める条件を遵守

しなかった場合、又は該当する場合は代理人を選任せず若しくは第 2 言語を表示しなかった場合は、庁は、

当該登録されている国際登録の対象である商品及びサービスの全部又は一部における保護を拒絶する決定を

行う。当該決定は、理事会規則第 58条から第 65 条までに従い審判請求の対象となる。 

(5) 理事会規則第 156 条(2))にいう異議申立期間の開始までに庁が(1)による職権による暫定的拒絶通報を

発行しなかった場合は、庁は、理事会規則第 37 条)により絶対的拒絶理由の審査が完了したが当該国際登録

は依然として第三者の異議申立て又は所見の対象である旨を表示する保護付与の陳述書を国際事務局に送付

する。 

 

実施規則第 113 規則 国際事務局への職権による暫定的拒絶通報の通知 

(1) 第 112規則による全部又は一部の国際登録の保護の職権による暫定的拒絶通報の通知は、国際事務局に

送付するものとし、これには次のものを含める。 

(a) 国際登録の番号 

(b) 暫定的拒絶通報が基礎とする全ての理由及び理事会規則の対応する規定への言及 

(c) 国際登録の所有者が、庁が暫定的拒絶通報を発行した日から 2か月の期限内に、その所見を庁に提出す

ることにより拒絶理由を克服することをしない場合は、保護の暫定的拒絶通報は庁の決定により確認される

旨の表示 

(d) 暫定的拒絶通報が商品及びサービスの一部のみに関する場合は、それら商品及びサービスの表示 

 

 ４）サーチレポート 

 EUIPO は、国際登録の領域指定の通知を受領したときは、当該通知の 1 か月以内に出願

人の請求があった場合に限り、相対的拒絶理由の根拠として利用されると思われる先行し

て登録又は出願された EU 商標を掲載したサーチレポート（Union Search Report、以下「連

合サーチレポート」という。）を作成して出願人に送付する（理事会規則第 155条(1)、(3)、
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第 38条(1)、(6)）。連合サーチレポートの作成の請求は、無料である18。 

 また、EU商標の所有者が通知を受けないことを要求していなければ、連合サーチレポー

ト作成の請求の有無にかかわらず、先行して登録又は出願された EU商標の所有者に、あら

たに当該国際登録の領域指定の出願公告の事実が通知される（理事会規則第 155条(4)）。 

 EUIPOは、国際登録の領域指定の通知を受領し次第、その写しを、欧州連合加盟国の中央

工業所有権庁に送付する。（理事会規則第 155条(2)）。 

 欧州連合加盟国の中央工業所有権庁（the central industrial property office）によ

るサーチレポート（National Search Report、以下「加盟国サーチレポート」という。）は、

EUIPO に国際事務局から国際登録の領域指定の通知があった日から 1 か月以内に、出願人

による請求があり、かつ調査手数料を同期間内に納付されれば作成される（理事会規則第

155 条(2)、(3)、第 38条(3)）。 

 加盟国サーチレポートを作成する加盟国の中央工業所有権庁は、相対的拒絶理由の根拠

として利用されると思われる当該締約国に先行して登録又は出願された商標を引用するか、

又は調査の結果そのような先行登録又は出願がないことを記述する加盟国サーチレポート

を通知する（理事会規則第 155条(3)、第 38条(3)）。 

 国際登録出願の名義人が加盟国サーチレポートの作成を請求した場合には、加盟国サー

チレポートの作成を行うことを EUIPO に通知したすべての加盟国で加盟国サーチレポート

の作成を行う。特定の国のサーチレポートのみを請求することはできない（審査ガイドラ

イン Part B, section 1, 2.2）。 

 加盟国サーチレポートの手数料は、12ユーロに加盟国サーチレポートの作成を行うこと

を EUIPOに通知した加盟国の数を乗じたものである19。 

 連合サーチレポート及び加盟国サーチレポートの作成の請求のためだけの代理人の選任

は要求されない（審査ガイドライン PART M, 3.3.2）。 

 

理事会規則第 155条 調査 

(1) 庁は、連合を指定する国際登録の通知を一旦受領したときは、第 38 条(1)に定める連合サーチレポート

を作成するものとする。ただし、通知の日から 1 か月以内に、第 38 条（2）に基づくサーチレポートの請求

が庁に行われることを条件とする。 

(2) 庁は、連合を指定する国際登録の通知を受領次第、その写を、第 38 条(2)に定める自国の商標登録簿に

おける調査を行う旨の自国の決定について庁に通知している各加盟国の中央工業所有権庁に送付するものと

する。ただし、通知の日から 1 か月以内に、第 38 条（2）に基づくサーチレポートの請求が庁に行われ、調

査手数料が支払われることを条件とする。 

(3) 第 38条（3）から（6）までを準用する。 

                                                   
18 EUIPOホームページ→Help Centre→Apply for a trade mark→Advanced form→「EU search report」の項を参照。 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/advanced-form［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 
19 2017年 1月 25日現在、加盟国サーチレポートの手数料は 6か国分で 72ユーロである。この手数料は、下記のリンク

先で確認できる。 

EUIPO ホームページ→trade marks→Route to registration→Fees and payments→「List of current fees payable 

direct to EUIPO」を参照。 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/advanced-form
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
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(4) 庁は、第 152条(1)に定める連合を指定する国際登録の公告について、連合サーチレポートに引用された

先の EU 商標又は EU 商標出願の所有者に通知するものとする。これは、先の登録又は出願の所有者が通知を

受けないことを要求しない限り、国際登録の所有者が EU サーチレポートの受領を要求したか否かにかかわら

ず適用される。 

 

理事会規則第 38条 サーチレポート 

(1) 庁は、出願時に EU商標出願人の要求により、出願された EU 商標の登録に対し第 8 条の下援用すること

ができる、発見した先の EU商標又は EU 商標出願を引用した欧州連合サーチレポート（「EUサーチレポート」）

を作成するものとする。 

(3) 本条(2)にいう加盟国の各中央工業所有権庁は、商標出願を受理した日から 2 か月以内に、庁に対し、出

願された EU 商標の登録に対し第 8 条の下援用することができる発見した、先の国内商標、先の国内商標出願

又は加盟国若しくは関係する加盟国内で効力を有する国際協定の下で登録された先の商標を引用するか、又

は調査の結果そのような権利が明らかにされなかったことを記述するサーチレポートを伝達するものとす

る。 

(6) 庁は、EU 商標の出願人に、請求された EU サーチレポート及び加盟国サーチレポートを送付するものと

する。 

 

審査ガイドライン Part B, section 1, 2.2 加盟国サーチレポート 

（省略） 

加盟国の調査の請求は、すべての参加加盟国の庁が調査を行うことを意味する。このオール・オア・ナッシ

ングの方法は、出願人が調査を行ってもらいたい特定の参加加盟国の庁を選択できないことを意味する。 

（省略） 

 

審査ガイドライン PART M, 3.3.2 サーチ 

（省略） 

請求されたサーチレポートは、IR 保有者に直接送付されるか、又は WIPOに対して代理人を任命した場合は、

その場所に関係なく、その代理人に送付される。所有者は、サーチレポートの請求又は受領する目的だけで

は、EUIPOに対する代理人を任命することは求められない。 

 

 ５）異議申立て及び情報提供 

 異議申立人は、国際登録の領域指定についての出願公告日後 1 か月経過した日から 3 か

月以内に、相対的拒絶理由に基づき異議申立てをすることができる（理事会規則第 156 条

(1)、(2)）。異議申立期間開始前に申し立てられた異議申立ては、異議申立期間開始時に行

われたものとみなされる（実施規則第 114規則(3)）。 

 異議申立てが行われた場合には、EUIPO は暫定的拒絶通報を国際事務局に送付する（実

施規則第 115規則(1)）。異議申立てが実施規則第 17規則により許容できると認定されたと

きは、EUIPOは、全当事者に通知を送付し、異議申立手続が当該通知の受領の 2か月後に開

始するものとみなす旨を知らせる。この期間は、当該期間の満了前に双方の当事者が延長
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請求を提出したときは、計 24か月まで延長することができる（実施規則第 18規則(1)）。 

 当該通知には、国際登録出願の名義人が欧州経済領域の非居住者であって、代理人が選

任されていない場合には、暫定的拒絶通報の日から 2 か月以内に代理人が選任されなけれ

ばならないことが記載される。当該期間内に代理人が選任されない場合には、国際登録の

領域指定の保護は全面的に拒絶される（実施規則第 114規則(4)）。 

 異議申立てが行われたが、絶対的拒絶理由に基づく暫定的拒絶通報が発行されている場

合には、当該暫定的拒絶通報に記載された拒絶理由についての判断が確定するまで、異議

手続は中止される。拒絶が確定した場合には、異議手続は終了し、そうでない場合には再

開される（審査ガイドライン PART M, 3.6.8）。 

 通知受領後、異議手続開始までの間に、国際登録出願の名義人が国際登録の領域指定の

保護請求を取り下げ、異議申立てにかからない商品及びサービスに限定し、当事者間で和

解し、又は他の手続で当該国際登録の領域指定の保護が拒絶された場合には異議手続は終

了する（実施規則第 114 規則(2)(b)、第 18規則(2)）。また、国際登録出願の名義人が指定

商品及びサービスを限定し、異議申立人が異議申立てを取り下げた場合にも、異議手続は

終了する（第 18規則(3)）。 

 国際登録出願の名義人が、国際登録の領域指定の保護請求を取り下げ、又は指定商品及

びサービスを限定したことにより異議手続が終了した場合には、異議手続の費用はそれぞ

れの当事者が自己に発生した費用を負担する（第 18規則(4)、(5)）。 

 国際登録出願の名義人が、国際事務局を経由して国際登録の指定商品及びサービスを、

異議申立てにかからない商品及びサービスに限定することは可能である（マドリッド共通

規則第 25 規則(1)(a)(ii)）。しかし、代理人を選任しない場合には、上記代理人選任期間

内に当該限定が EUIPO で受理されない場合には、国際登録の領域指定の保護が全面的に拒

絶される可能性がある。 

 

理事会規則第 156条 異議申立て 

(1) 欧州連合を指定する国際登録は、公告された EU商標出願と同じ方法により異議申立ての対象とする。 

(2) 異議申立書は、第 152 条(1)による公告日の 1 か月後に始まる 3 か月の期間内に提出しなければならな

い。異議申立ては、異議申立手数料が納付されるまでは正規に行われたものとして取り扱われない。 

 

実施規則第 114 規則 異議申立手続 

(2) 第 15規則(1)、(3)及び(4)並びに第 16規則から第 22 規則までを、次に従うことを条件として適用する。 

(a) EU 商標登録出願への言及は、国際登録への言及と読み替える。 

(b) EU 登録出願の取下への言及は、欧州連合に関する国際登録の放棄への言及と読み替える。 

(c) 出願人への言及は、国際登録の所有者への言及と読み替える。 

(3) 異議申立書が理事会規則 156 条(2)にいう 6 か月（1 か月）20の期間の満了前に提出された場合は、異議

申立書は、6か月（1か月）の期間の満了後の最初の日に提出されたものとみなす。理事会規則第 41条(3)第 

                                                   
20 異議申立期間の開始が「出願公告日後 6か月経過した日」から「出願公告後 1か月経した日」に変更されたため、下

線部のように読み替えるものと考えられる。 
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2 文の適用は、影響を受けないままとする。 

(4) 国際登録の所有者が理事会規則第 92条(2)により庁における手続において代理されざるを得ない場合、

及びその者が理事会規則第 93 条(1)の意味における代理人を未だ選任していない場合は、第 19規則による国

際登録の所有者に対する異議申立ての送達には、当該送達の通知の日から 2 か月の期間内に理事会規則第 93

条(1)の意味における代理人を選任することの要請を含める。国際登録の所有者がこの期間内に代理人を選任

しなかった場合は、庁は、国際登録の保護を拒絶する決定を行う。 

 

実施規則第 115 規則 異議申立てを基礎とする暫定的拒絶通報の通知 

(1) 国際登録に対する異議申立てが理事会規則第 156 条(2))により庁にされたとき又は第 114 規則(3)によ

りされたものとみなされたときは、庁は、異議申立てを基礎とする保護の暫定的拒絶通報の通知を国際事務

局に発行する。 

 

実施規則第 17規則 許容の審査 

(1) 異議申立手数料が異議申立期間内に納付されなかった場合は、当該異議は申し立てられなかったものと

みなす。異議申立手数料が異議申立期間の満了後に納付された場合は、それは異議申立人に還付される。 

(2) 異議申立書が異議申立期間内に提出されなかった場合、又は異議申立書が異議申立ての対象とする出願

若しくは第 5 規則(2)(a)及び(b)に従い当該異議申立てが基礎とする先の商標若しくは先の権利を明確に特

定せず若しくは第 15規則(2)(c)に従う異議申立ての理由を含まない場合、及びそれらの欠陥が異議申立期間

の満了前に是正されなかった場合は、庁は、当該異議申立てを許容できないものとして却下する。 

(3) 異議申立人が第 16規則(1)に基づいて要求される翻訳文を提出しない場合は、当該異議申立ては許容で

きないものとして却下される。異議申立人が不完全な翻訳文を提出した場合は、翻訳されていない異議申立

書の部分は、許容性の審査では考慮されない。 

(4) 異議申立書が第 15規則のその他の規定に従っていない場合は、庁は、異議申立人にその旨を知らせ、か

つ、2 か月の期間内に発見された欠陥を是正するよう異議申立人に求める。当該欠陥が期限の到来前に是正

されない場合は、庁は、当該異議申立てを許容できないものとして却下する。 

(5) (1)により異議申立書が提出されなかったものとみなす何れの認定も、また、(2)、(3)及び(4)に基づい

て許容できないものとして異議申立てを却下する何れの決定も、出願人に通知される。 

 

実施規則第 18規則 異議申立手続の開始 

(1) 異議申立てが第 17規則により許容できると認定されたときは、庁は、全当事者に通知を送付し、異議申

立手続が当該通知の受領の 2 か月後に開始するものとみなす旨を知らせる。 

この期間は、当該期間の満了前に双方の当事者が延長請求を提出したときは、計 24 か月まで延長することが

できる。 

(2) 出願が(1)にいう期間内に取り下げられ若しくは異議申立ての対象でない商品及びサービスに限定され

たか、又は庁が当事者間の和解について通知されたか、又は出願が平行する手続において却下された場合は、

異議申立手続は終結する。 

(3) 出願人が(1)にいう期間内に異議申立ての対象である商品及びサービスの一部を削除することにより出

願を限定した場合は、庁は、異議申立人に対し、当該申立人が異議申立てを維持するか否か及び維持する場 
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合は残存商品及びサービスの何れに対する異議申立てを維持するかを、同庁の指定する期間内に陳述するよ

う求める。異議申立人が当該限定を考慮して異議申立てを取り下げた場合は、異議申立手続は終結する。 

(4) (1)にいう期間の満了前に、異議申立手続が(2)又は(3)により終結した場合は、費用に関する決定は行わ

れない。 

(5) (1)にいう期間の満了前に、異議申立手続が出願の取下又は限定の後又は(3)により終結した場合は、異

議申立手数料は還付される。 

 

審査ガイドライン PART M, 3.6.8 商品及びサービスの仕様及び/又は絶対的拒絶理由に関する暫定的拒絶

通報が発行されている場合の異議申立ての停止 

（省略） 

EUIPO が既に商品及びサービスの仕様（上記 3.3.3.4 節参照）及び/又は絶対的拒絶理由（上記 3.4節を参照）

に関する暫定的拒絶通報の通知を送付した後に異議申立てが提出された場合には、EUIPO は WIPO に暫定的拒

絶通報を報告し、かつ、当事者に、この通知日から、商品及びサービスの仕様及び／又は絶対的拒絶理由に

関する最終決定が下されるまで、異議申立手続が中断されることを通知する。 

（省略） 

 

マドリッド共通規則 第 25 規則 変更の記録の申請、取消しの記録の申請 

(1) ［申請の提出］ 

(a) 記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出する。 

(i) すべての又は一部の商品及びサービス並びにすべての又は一部の指定締約国に関する国際登録の名義人

の変更 

(ii) すべての又は一部の指定締約国に関する指定された商品及びサービスについての限定 

(iii) 一部の指定締約国に関するすべての商品及びサービスの放棄 

(iv) 名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更 

(v) すべての指定締約国に関するすべての又は一部の商品及びサービスの国際登録の取消し 

 

 ６）登録 

 マドリッド協定議定書に基づく暫定的拒絶通報が発せられない場合又は当該暫定的拒絶

通報が撤回された場合には、国際登録の領域指定は、国際登録日又は事後指定が通知され

た日から、登録された EU 商標と同一の効力を有する（理事会規則第 151 条(2)）。この場

合、EUIPOは、国際登録の領域指定の保護認容声明（statement of grant of protection）

を国際事務局に送付する（実施規則第 116規則(1)）。 

 EUIPO に直接出願した場合には、理事会規則に定める要求がみたされ、異議申立てがな

いか、異議手続において異議が棄却された場合に、登録される（理事会規則第 45 条(1)）。 

 

理事会規則第 151条 欧州連合を指定する国際登録の効力 

(2) マドリッド協定議定書第 5条(1)及び(2)に従い拒絶について通知されなかったとき又はそのような拒絶

が取り下げられたときは、欧州連合を指定する標章の国際登録は、(1)にいう日から EU商標としての標章の 
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登録と同じ効力を有する。 

 

実施規則第 116 規則 保護付与の陳述 

(1) 庁が第 112 規則により職権による暫定的拒絶通報を発行せず、かつ、理事会規則第 156条(2)にいう異議

申立期間内に異議申立てを一切受領せず、更に、提出された第三者所見の結果として職権による暫定的拒絶

通報を発行しなかった場合は、庁は、当該標章が欧州連合において保護される旨を表示した保護付与の追加

陳述を国際事務局に送付する。 

 

理事会規則第 45条 登録 

(1) 出願が本規則の要件を満たしている場合で、かつ、第 41条(1)にいう期間内に異議申立ての通知がなさ

れていない場合又は異議申立てが撤回、却下又はその他の処分により最終的に処理されている場合は、商標

及び第 87条にいう事項は、登録簿に記録されるものとする。登録は公告されなければならない。 

 

 ②審査内容 

 

 欧州連合を指定する国際登録は、EU 商標出願と同様の方法で、理事会規則第 28 条(2)-

(4)に関する適合性と絶対的拒絶理由についての審査と、異議申立てがあった場合における

相対的拒絶理由についての審査を行う（理事会規則第 154条(1)、理事会規則第 156条(1)）。 

 

 ③暫定的拒絶通報の期間 

 

 国際事務局が EUIPO に国際登録の領域指定を通知した日から 18 か月以内に暫定的拒絶

通報を行う（マドリッド協定議定書第 5条(1)、(2)）。 

 暫定的拒絶通報への対応期間は、発行から 2 か月である（実施規則第 113 規則(1)(c)）。 

 

マドリッド協定議定書第 5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効 

(1) 第 3条の 3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通

報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与

えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を

行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく

場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定す

る標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であっても

これを行うことができない。 

(2)(a) (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定

する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも 1 年の期

間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。 

(b) (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する

1 年の期間を 18 箇月の期間とする旨を宣言することができる。 
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(c) (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議の申立ての結果行われる可能性があ

る場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が 18 箇月の期間の満了後においても行わ

れることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の

条件を満たす場合にのみ、18 箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。 

(i) 18 箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に

通報していること。 

(ii) 異議の申立てに基づく拒絶の通報を異議申立期間の満了の時から 1 箇月以内で、かつ、いかなる場合

においても、当該異議申立期間の開始の日から 7 箇月以内に行うこと。 

 

 ④絶対的拒絶理由の内容 

 

 絶対的拒絶理由については理事会規則第 7条に規定されている。 

 

理事会規則第 7 条 絶対的拒絶理由 

(1) 次のものは、登録することができない。 

(a) 第 4 条の要件に従わない標識 

(b) 識別性を欠く商標 

(c) 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期、又は商品又はサービ

スのその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみからなる商標 

(d) 通用語において又は善意のかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみ

からなる商標 

(e) 次の形状のみからなる標識 

(i) 商品そのものの性質から生じる形状又はその他の特徴 

(ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状又はその他の特徴 

(iii) 商品に本質的価値を与える形状又はその他の特徴又はその他の特徴 

(f) 公共政策又は一般に是認された道徳規範に反する商標 

(g) 公衆を、たとえば、商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地について欺瞞するような性質の商標 

(h) 権限を有する当局によって許可されていない商標であって、工業所有権の保護に関するパリ条約(以下

「パリ条約」という)第 6条の 3に従い拒絶されるべき商標 

(j) 原産地指定及び地理的表示の保護を規定している、連合法規、国内法又は関連する連合若しくは加盟国

が締結している国際協定に従い登録から除外された商標 

(k) ワインのための伝統的な用語の保護を規定している、連合法規又は連合が締結している国際協定に従い

登録から除外された商標 

(l) 保証された伝統的な特産品の保護を規定している、連合法規又は連合が締結している国際協定に従い登

録から除外された商標 

(m） 植物品種の権利、同一又は密接に関連する種の植物品種に関するものの保護を規定している、連合法規、

国内法又は関連する連合若しくは加盟国が締結している国際協定に従い登録された先の植物品種の種類を構

成する、又はその本質的要素を再現する商標 
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(2) (1)は、不登録事由が欧州連合の一部にのみ存在するときであっても、適用される。 

(3) (1)(b)、(c)及び(d)は、求めている登録の対象である商品又はサービスについて商標が使用された結果、

その商標が識別性を有するものとなっているときは、適用されない。 

 

 ⑤相対的拒絶理由の内容 

 

 相対的拒絶理由については理事会規則第 8条に規定されている。 

 

理事会規則第 8 条 相対的拒絶理由 

(1) 先の商標の所有者による異議申立てに基づいて、次の場合は、出願商標は登録されないものとする。 

(a) その商標が先の商標と同一であって、登録出願の対象である商品又はサービスと保護されている先の商

標の対象である商品又はサービスとが同一である場合 

(b) その商標と先の商標との同一性又は類似性及びこれらの商標により包含された商品若しくはサービスの

同一性又は類似性のために、先の商標が保護されている領域において公衆の側に混同を生じる虞が存在する

場合。この場合の混同の虞は、先の商標との連想を生じる虞を含む。 

(2) (1)の適用上、「先の商標」とは次のものをいう。 

(a) 次の種類の商標であって、該当する場合は、これらの商標について主張された優先権を考慮して、当該

EU 商標の登録出願日より先の登録出願日を有するもの 

(i) EU 商標 

(ii) 加盟国において、又はベルギー、オランダ若しくはルクセンブルクの場合はベネルクス知的所有権庁に

おいて登録された商標 

(iii) 加盟国において効力を有する国際協定に基づいて登録された商標 

(iv) 欧州連合において効力を有する国際協定に基づいて登録された商標 

(b) 登録されることを条件として、(a)にいう商標の出願 

(c) 当該 EU 商標の登録出願の日に、又は該当する場合は、当該 EU商標の登録出願について主張されている

優先日に、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている(周知)」の用語の意味で加盟

国において広く認識されている商標 

(3) 商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の同意を得ないで、

その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議申

立てに基づいて、その商標を登録しないものとする。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれ

が正当であることを明らかにした場合は、この限りでない。 

(4) 単なる 1地方を超えて業として使用されている無登録商標又はその他の標識の所有者による異議申立て

があったときは、次の場合に限り、当該出願商標は、欧州連合法令又はその標識を規制する加盟国の法律に

従い、登録されないものとする。 

(a) その標識に対する権利が EU 商標の登録出願日前に、又は EU 商標の登録出願について主張された優先日

前に取得された場合 

(b) その標識により事後の商標の使用を禁止する権利がその所有者に与えられる場合 

(4a) 原産地指定又は地理的表示に起因する権利を行使するための関係法律の下で許可された者が異議を述 
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べる場合、原産地指定又は地理的表示の保護を規定している、連合法規又は国内法に従って、出願された商

標は、以下の範囲において登録されないものとする。 

(i) 原産地指定又は地理的表示の申請が、連合法規又は国内法に従って、EU商標の登録出願日又は出願にお

いて主張された優先日の前に、その後の登録を得ることを条件として、既に提出されていた場合 

(ii) 原産地指定又は地理的表示は、その後の商標の使用を禁止する権利を付与する場合。 

(5) (2)の意味の範囲で登録された先の商標の所有者が異議を申し立てたときは、出願された商標が適用され

る商品又はサービスが、先の商標が登録されている商品又はサービスと同一か又は類似しているかにかかわ

らず、先の商標と同一又は類似している場合、先の EU 商標の場合には連合においてその商標が評判を得てお

り、若しくは先の国内商標の場合には当該加盟国においてその商標が評判が得ている場合、又は出願された

商標の正当な理由のない使用が、先の商標の識別性又は評判を不当に利用するか、又は害を与える場合には、

出願された商標は登録されないものとする。 

 

（５）暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 

 

 ①暫定的拒絶通報の見本と和訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶／一部拒絶の取扱い 

 

 １）暫定的拒絶通報の例は次のとおりである。 
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暫定的拒絶通報の例 

 

  

暫定的拒絶通報であること

の表示 

対象商標の表示： 

国際登録番号、名義人名称、

対象商標 

領域指定の保護を暫定的に

拒絶する旨の記載 

拒絶理由の記載※１ 

代理人選任の要請の記載 

※２ 
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※１ サンプルでは理事会規則第 28 条(2)の適合性に関する拒絶理由のみが記載されているが、絶対的拒絶

理由があった場合でも本欄に記載される。 

   サンプルでは、審査官が、拒絶理由を解消するために Harmaonised Datebase (HDB)を閲覧することを

薦めている。 

※２ サンプルでは、2 か月以内に理事会規則第 93 条(1)の意味における代理人を選任しなければ拒絶され

ることが記載されている。また、審査官が、代理人の選定のために Harmaonised Datebase (HDB)を閲

覧することを薦めている。 

※３ 応答期限が、EUIPOが本通知を発行してから 2か月以内であること、応答については EUIPO にのみ提

出することが記載されている。 

 

 ２）暫定的拒絶通報は、国際登録の領域指定に使用された言語（日本からの出願の場合

には英語）によりなされる（理事会規則第 119 条(4)、実施規則第 126 規則）。ただし、異

議手続や無効審判については、国際出願で選定した第二言語が使用されることがある（理

事会規則第 119条(6)、実施規則第 126規則）。 

 

理事会規則第 119条 言語 

(4) EU 商標の出願人が庁における手続の唯一の当事者である場合は、手続言語は、EU商標出願をするために

使用された言語とする。出願が庁の言語以外の言語でなされた場合は、庁は、出願人がその出願において表

示した第 2言語による書面の通信を出願人に送付することができる。 

 

実施規則第 126 規則 言語の使用 

理事会規則及び本規則について欧州連合を指定する国際登録に適用するために、国際出願の言語は、理事会

規則第 119 条(4)の意味における手続言語とし、国際出願に表示した第 2 言語は、理事会規則第 119 条(3)の

意味における第 2言語とする。 

 

 ３）暫定的拒絶通報には、審査官による審査結果に基づくものと異議申立てに基づくも

のとがあり、それぞれ全部拒絶の場合と一部拒絶の場合がある（実施規則第 113規則(1)(b)、

応答期限の記載※３ 

審査官名 
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(d)、第 115規則(1)、(4)）。 

 暫定的拒絶通報に記載された所定の期間内に絶対的拒絶理由が解消せず、権利不行使の

宣言をせず、代理人を指定せず、又は第二言語を指定しない場合には、当該国際登録の領

域指定の保護は拒絶される（実施規則第 112規則(4)）。 

 

実施規則第 115 規則 異議申立てを基礎とする暫定的拒絶通報の通知 

(4) 暫定的拒絶通報が商品及びサービスの一部のみに関する場合は、(2)にいう通知にはそれら商品及びサー

ビスを表示する。 

 

 ②暫定的拒絶通報への応答期間 

 

 １）絶対的拒絶理由の審査（第二言語の指定がない場合、審査官が権利不行使の宣言を

要求する場合を含む）に基づく暫定的拒絶通報に対する応答期間は、EUIPO が暫定的拒絶

通報を発行した日から 2 か月である（実施規則第 113規則(1)(c)）。ただし、国際登録出願

の名義人は、欧州経済領域の非居住者である場合には、暫定的拒絶通報の日から 2 か月以

内に資格を有する代理人を選定しなければならない（理事会規則第 92 条(2)、実施規則第

112 規則(4)）。 

 

 ２）異議申立てに基づく暫定的拒絶通報に対する対応は、異議申立てが許容された旨の

通知の受領の 2か月後（最大 24か月まで延長可）の異議申立手続が開始するとみなされる

日に始まる少なくとも 2 か月以内であって、かつ EUIPO が定める期間内に、応答が必要と

なる（実施規則第 18規則(1)、第 19規則(1)）。 

 ただし、国際登録出願の名義人は、欧州経済領域の非居住者である場合には、暫定的拒

絶通報の日から 2 か月以内に資格を有する代理人を選定しなければならない（理事会規則

第 92(2)、実施規則第 114 規則(4)）。 

 

実施規則第 19規則 異議申立ての実証 

(1) 庁は、異議申立人に対して、その者の異議申立てを裏付ける事実、証拠及び抗論を提出する機会を与え、

又は庁の指定する期間であって異議申立手続が第 18 規則(1)に従い開始されたとみなされる日に始まる少な

くとも 2 か月以内に、第 15 規則(3)により既に提出済の事実、証拠又は抗論を完成する機会を与える。 

 

 ③現地代理人の必要性の有無 

 

 １）国際登録出願の名義人は、欧州経済領域の非居住者である場合は、EU商標出願を除

き、EUIPO での手続を行うにあたっては、資格を有する代理人を通じて行わなければなら

ない（理事会規則第 92条(2))。 

 資格を有する代理人は、欧州経済領域の加盟国の１つにおいて資格を有し、かつ、その

営業所を欧州経済領域内に有し、当該加盟国において商標事項の代理人として行動するこ
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とができる範囲での法律の有資格実務家であって、この目的のために、EUIPO が管理する

一覧に名称が掲載されている職業代理人でなければならない（理事会規則第 93条(1)）。委

任状の提出は、EUIPOが要求した場合にのみ必要である（実施規則第 76 規則(1)）。 

 登録されている代理人は EUIPOのホームページのデータベース eSearch plus (Advanced 

search) 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives 

で検索することができる。 

 なお、国際登録出願の代理人が EUIPO に登録された代理人である場合には、当該国際登

録出願の代理人が、EUIPO における手続の代理人とみなされる（審査ガイドライン PART M, 

3.2）。 

 

理事会規則第 93条 職業代理人 

(1) 庁に対する自然人又は法人の代理は、次の者によってのみ行われる。 

(a) 欧州経済地域の加盟国の 1において資格を有し、かつ、その営業所を欧州経済地域に有する、当該加盟

国において商標事項の代理人として行動することができる範囲での法律の有資格実務家。 

(b) この目的のために、庁に備えられている一覧に名称が掲載されている職業代理人。 

 

実施規則第 76規則 委任 

(1) 庁が理事会規則第 93 条(2)により維持管理する一覧に登録された法律の有資格実務家及び職業代理人

は、庁がそれを明示的に要求したときに限り、又は庁において代理人が行動する手続に複数の当事者が存在

する場合において他方当事者が明示的にそれを要求したときに限り、ファイルに挿入のために署名入り委任

状を庁に提出しなければならない。 

 

審査ガイドライン PART M, 3.2 職業代理人 

（省略） 

EEA21外の IR 所有者が WIPO に対する代理人を任命し、その代理人が EUIPO が管理する代理人のデータベース

にも掲載されている場合、この代理人は、自動的に EUIPO に対する代理人とみなされる。 

（省略） 

 

 ２）欧州経済領域の非居住者は、当該法人と経済的関係（economic connection）を有す

る個人又は法人で欧州経済領域内に住所又は本店若しくは恒久的施設を有するものの従業

員を代理人とすることができる（理事会規則第 92 条(2)、(3)）。経済的関係は、一方が他

方の資本又は発行済株式の過半数を所有している場合、取締役会等の経営組織の構成員の

半分超を指名する場合や経済的に一体の組織で子会社や支店が販売戦略の決定について自

律性を有しない場合に認められるが、単なる購買関係、一般的な業務提携関係、商標ライ

センス関係のみでは認められない（審査ガイドライン Part A, Section 5, 2.4.2）。 

 

                                                   
21 欧州経済領域のこと。 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
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理事会規則第 92条 代理人の一般原則 

(3) 欧州経済領域において自己の住所又は自己の主営業所若しくは現実かつ真正の工業上又は商業上の営業

所を有している自然人又は法人は、庁に対し従業者を代理させることができる。本項が適用される法人の従

業者は、その法人と経済的関係を有する他の法人が欧州経済領域にその住所、又はその主営業所若しくは現

実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有さない場合であっても、当該他の法人も代理することができる。

本項の意味において、代理する従業員は、庁の要求、又は該当する場合には手続の当事者からの要求に応じ

て、ファイルに挿入するための署名入り委任状しなければならない。 

 

審査ガイドライン Part A, Section 5, 2.4.2 経済的関係を有する法人の従業員による代理 

（省略） 

法人の従業員は、2つの法人が互いに経済的に関係が限り、他の法人を代理することができる。この意味での

経済的関係は、2 つの法人の間に経済的依存がある場合、その手続の当事者が関係する従業員の雇用主に依

存するという意味で存在するか、又はその逆の場合に存在する。この経済的依存は、次の場合存在する： 

・2つの法人が同じグループのメンバーである場合、又は 

・管理制御メカニズムによる場合。 

加盟国と公共事業との間の財務関係の透明性に関する 1980 年 6 月 25 日の委員会指令 80/723/EEC 第 2 条の

委員会指令 80/723/EEC 第 2 条（OJ L 195, 29/07/1980, p.35）、及び特定のカテゴリーの技術移転協定の条

約の第 85条(3)（OJ L 31, 09/02/1996, p.2）の適用についての 1991年 1月 31日の委員会規則第 240/96 号

第 10 条に従い、以下のいずれかの場合は、ある企業が他の企業と経済的に関係しているとする。 

・他の企業の資本の半分以上を保有している場合。 

・議決権の過半数を保有している場合。 

・管理機関のメンバーの半数以上を任命することができる場合。 

・事業の業務を管理する権利がある場合。 

TFEU第 106条に関する法律に従い、双方の企業が、子会社又は支店がマーケティング戦略を決定する上で、

真の自律性を持たない経済単位を形成するような経済的関係もある。 

一方、経済的関係を確立するには、以下の点で十分ではない。 

・商標使用許諾契約の締結による関係。 

・相互表明又は法的支援を目的とする 2つの企業間の契約関係。 

・単純なサプライヤ/顧客関係。例えば独占的な流通又はフランチャイズ契約に基づくもの。 

従業員の代理人が経済的関係に頼ることを希望する場合は、公式フォームの該当する欄にチェックを入れ、

雇用主の氏名と住所を明記する必要しなければならない。提出書類から明らかでない限り、経済的関係の性

質を示すことが推奨される。庁は一般的にはこの点に関して何ら問い合わせをしないが、経済的関係が存在

することを疑う理由があれば、その限りではない。この場合、庁は詳細な説明を求め、必要に応じて証拠を

求めることができる。 

 

 ３）EUIPOが、正規に委任された代理人に宛てて発した通知又はその他の通信も、それを

委任者に宛てて発した場合と同様の効力を有する。正規に委任された代理人が EUIPO に宛

てて発した通信も、それが委任者から発せられた場合と同様の効力を有する（実施規則第



40 

77 規則）。 

 

理事会規則第 77条 代理 

庁が正規に委任された代理人に宛てて発した何れの通知又はその他の通信も、それを委任者に宛てて発した

場合と同様の効力を有する。正規に委任された代理人が庁に宛てて発した何れの通信も、それが委任者から

発せられた場合と同様の効力を有する。 

 

 ④国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 

 

 １）暫定的拒絶に応答する場合、EUIPOに直接シニオリティの主張を申請する場合、シニ

オリティの主張の欠陥に対応するためには、代理人を選任する必要がある（審査ガイドラ

イン Part M, 3.2）。それ以外の手続、例えば、サーチレポートの作成の申請や EU団体商

標についての商標使用規則の写しの提出は、国際登録出願名義人本人が代理人なしででき

る。 

 暫定的拒絶通報が発行された場合には、国際登録出願名義人本人が必ず実行しなければ

ならない手続は、代理人の選任である（国際登録出願の代理人が EUIPO に登録された商標

代理人である場合は除く）。名義人が代理人を選任しない場合には、名義人が一部拒絶を受

け入れるつもりであっても、国際登録の領域指定の保護はそのすべてについて拒絶される

ので、欧州経済領域の非居住者について暫定的拒絶通報が発せられた場合には、沈黙は許

されない（実施規則第 112 規則(4)）。 

 国際事務局から国際事務局を経由して国際登録の指定商品及びサービスを、暫定的拒絶

通報にかからない商品及びサービスに限定し、又は暫定的拒絶通報にかかる指定商品及び

サービスを放棄することは可能である（マドリッド共通規則第 25(1)(a)(ii)、(iii)）。し

かし、代理人を選任しない場合には、上記代理人選任期間内に当該限定が EUIPO で受理さ

れない場合22には、国際登録の領域指定の保護が全面的に拒絶される可能性がある。なお、

代理人を選任して、国際登録の指定商品及びサービスの限定又は放棄したことを通知すれ

ば、正式の応答とみなされる可能性がある。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.2 職業代理人 

（省略） 

EEA外の所有者は、しかしながら、（a）暫定的拒絶通報、（b）EUIPOに対するシニオリティの主張の申請、（c）

シニオリティの主張に対する拒絶に対して代理されるように要請される（ガイドライン, Part A, 一般規則, 

section 5、職業代理人及び EUTMR 第 92条及び第 93条参照）。 

（省略） 

 

 ２）EU団体商標についての商標使用規則の写しの提出については、国際登録の領域指定

                                                   
22 EUIPOは、国際事務局から当該限定が通知された場合には、通知の日から 18か月以内であれば、当該限定の無効を国

際事務局に通知することができる（マドリッド共通規則第 27規則(5)）。 
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の EUIPO への通知後 2 か月以内に提出されない場合に暫定的拒絶通報が発行される。暫定

的拒絶通報が発行されると、欧州経済領域の非居住者の場合には、EUIPO で認められた代

理人を通じて行う必要がある（審査ガイドライン Part M, 3.3.3.2）。 

 

 ⑤暫定的拒絶通報に対し各国に直接応答しない場合又は直接応答後も拒絶理由が解消し

ない場合の拒絶確定までの概略 

 

 １）手続の再開継続の申請 

 EU 商標の出願人若しくは所有者又は EUIPO におけるその他の手続の当事者であって

EUIPO に対する期限遵守を怠った者は、請求により手続の継続を得ることができる。ただ

し、当該請求時に遺漏行為が実行されていることを条件とする。手続の継続請求は、不遵

守期限の経過後 2 か月以内に提出されたときに限り許容される。当該請求は、手続の継続

の手数料が納付されるまでは提出されたものとはみなさない（理事会規則第 82条(1)）。 

 欧州経済領域の非居住者の場合には、EUIPO で認められた代理人を通じて行う必要があ

る（理事会規則第 92条(2)）。 

 遺漏行為について決定する権限のある部門は、申請により決定するものとする（理事会

規則第 82条(3)）。 

 ただし、出願手数料の納付、優先権主張、異議申立て及び異議申立手数料の納付、審判

請求、上訴、変更の請求、出願後のシニオリティの主張については、再開継続は認められ

ない（理事会規則第 82条(2)23）。 

 

理事会規則第 82条 手続の継続 

(1) EU 商標の出願人若しくは所有者又は庁におけるその他の手続の当事者であって庁に対する期限遵守を怠

った者は、請求により手続の継続を得ることができる。ただし、当該請求時に遺漏行為が実行されているこ

とを条件とする。手続の継続請求は、不遵守期限の経過後 2 か月以内に提出されたときに限り許容される。

当該請求は、手続の継続の手数料が納付されるまでは提出されたものとはみなさない。 

(2) 本条は、第 27 条、第 29 条(1)、第 33条(1)、第 36 条(2)、第 41条(1)及び(3)、第 47 条(3)、第 60 条、

第 65 条(5)、第 81 条(2)、第 112 条に定めた期限若しくは本条(1)に定めた期限、又は第 34 条に従ってシニ

オリティを出願後に主張するための期限には適用しない。 

(3) 遺漏行為について決定する権限のある部門は、申請により決定するものとする。 

 

 ２）拒絶確定までの概略 

 暫定的拒絶通報に記載された暫定的拒絶通報の発行日から 2 か月の期間内に絶対的拒絶

理由が解消せず、権利不行使の宣言をせず、代理人を指定せず、又は第二言語を指定しな

い場合には、当該国際登録の領域指定の保護は、その全部又は一部について拒絶される。

当該決定については、審判請求することができる（実施規則第 112規則(4)）。 

                                                   
23 2017年 10月 1日までは、理事会規則第 30条の意味における優先権若しくは理事会規則第 33条の意味における博覧

会による優先権を出願後に主張するため実施規則により定めた期限についても、再開継続は認められない。 
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 ただし、審判請求については、当該決定の通知の日から 2か月以内に、EUIPOに、手続言

語で記載された書面で提出しなければならず、審判請求手数料を納付したときにのみ提出

されたとみなされる。また、当該決定の通知の日の後 4 か月以内に、審判請求の理由を述

べた陳述書を提出しなければならない（理事会規則第 60条(1)）。 

 審判部（Boards of Appeal）の決定については、審判部の決定の通知の日から 2か月以

内に、一般裁判所（General Court）に訴訟を提起することができる（理事会規則第 65条

(1)、(5)）。 

 名義人は代理人を通じて EUIPO に応答しなければならない。名義人が代理人を選任しな

い場合には、名義人が一部拒絶を受け入れるつもりであっても、国際登録の領域指定の保

護はそのすべてについて拒絶されるので、欧州経済領域の非居住者について暫定的拒絶通

報が発せられた場合には、沈黙は許されない（実施規則第 112規則(4)）。 

 国際登録出願の名義人が、国際事務局を経由して国際登録の指定商品及びサービスを、

暫定的拒絶通報にかからない商品及びサービスに限定し、又は暫定的拒絶通報にかかる指

定商品及びサービスを放棄することは可能である（マドリッド共通規則第 25 規則

(1)(a)(ii)、(iii)）。しかし、代理人を選任しない場合には、上記代理人選任期間内に当

該限定が EUIPO で受理されない場合には、国際登録の領域指定の保護が全面的に拒絶され

る可能性がある。なお、代理人を選任して、国際登録の指定商品及びサービスの限定又は

放棄したことを通知すれば、正式の応答とみなされる可能性がある。 

 

理事会規則第 60条 審判請求の期限及び形式 

(1) 審判請求書は、その対象となる決定の通知の日の後 2か月以内に庁に対し書面により提起しなければな

らない。審判請求書は、審判請求手数料を納付したときにのみ提出されたものとみなす。これは、審判請求

の対象となる決定が行われた手続の言語で提出されなければならない。当該決定の通知の日の後 4 か月以内

に、審判請求の理由を述べた陳述書を提出しなければならない。 

 

理事会規則第 65条 司法裁判所への訴訟 

(1) 審判部の審判請求についての決定に対しては、一般裁判所に訴訟を提起することができる。 

(5) 訴訟は、審判部の決定の通知の日から 2か月以内に、一般裁判所に提起しなければならない。 

 

 ３）拒絶確定声明の例は次のとおりである。  
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拒絶確定声明の例 

 

  

拒絶確定声明であることの

表示 

対象商標の表示： 

国際登録番号、EUIPOへの領

域指定通知日、名義人名称、

対象商標 

拒絶確定の理由の記載 

審査官名 
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 ４）転換（Conversion） 

 国際登録経由で欧州連合の領域指定が拒絶され又は失効した場合は、国際登録の所有者

は、欧州連合の領域指定を、欧州連合加盟国への国内商標出願への転換又はマドリッド協

定議定書の加盟国であって、転換の請求日にマドリッド協定議定書に基づいて直接指定す

ることが可能な加盟国への指定への転換を請求することができる（理事会規則第 159 条

(1)）。 

 転換の請求は、欧州連合の領域指定が、EUIPO の決定により拒絶され又は失効した場合、

その決定が最終決定となった日の後 3 か月以内に提出しなければならない（理事会規則第

112 条(6)）。 

 転換の請求は公告される（理事会規則第 159条(3)）。 

 申請には、EUIPOホームページからダウンロードできるフォーム24を利用することができ

る。また、国際事務局への転換による国際登録の領域指定の申請には、EUIPO を本国官庁と

する事後指定の様式 MM16 が用意されている（審査ガイドライン PART E, section 2, 5.2）。 

 欧州経済領域の非居住者の場合には、EUIPO で認められた代理人を通じて行う必要があ

る（理事会規則第 92条(2)）。 

 国際登録の領域指定のみなし取り下げ、放棄、更新忘れ等による消滅の場合にも転換は

可能である（理事会規則第 112条(1)）。ただし、当該加盟国での拒絶理由が EU商標の拒絶

理由である場合及び不使用の場合には、原則として転換の請求は認められない（理事会規

則第 112条(2)）。 

 転換による加盟国への国内商標出願又は加盟国への指定は、国際登録日、又は欧州連合

への拡張が国際登録後になされたときはマドリッド協定議定書第 3条の 3(2)による欧州連

合への拡張の日、又は当該登録の優先日、並びに該当する場合はシニオリティを享受する

（理事会規則第 159条(2)）。 

 転換の申請には、加盟国の中央工業所有権庁から、手数料の納付、転換の請求及び添付

書類の当該加盟国の公用語への翻訳、加盟国内の送達宛先の表示、指定された数の商標の

表示の提供が要求されることがある（理事会規則第 114条(3)）。 

 

理事会規則第 159条 国際登録からの国内商標出願又は加盟国の指定への転換 

(1) 国際登録経由で欧州連合の指定が拒絶され又は失効した場合は、国際登録の所有者は、欧州連合の指定

の次のものへの転換を請求することができる。 

(a) 第 112条、第 113 条及び第 114 条により国内商標出願への転換 

(b) マドリッド協定議定書の加盟当事国の指定への転換。ただし、転換の請求日に、マドリッド協定議定書

の下当該加盟国を直接指定することが可能であったことを条件とする。本規則第 112条、第 113 条及び第 114 

                                                   
24 EUIPOのホームページ→Forms and Filings（リンク先：https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-

filings?inheritRedirect=true）→International Application forms→Application for Conversion of an 

International Registration (‘IR') designating the EU の説明中の「completed form」をクリックすることでフォ

ームを入手することができる。 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/conversion_ir_en.

pdf［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings?inheritRedirect=true
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings?inheritRedirect=true
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/conversion_ir_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/conversion_ir_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/conversion_ir_en.pdf
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条を適用するものとする。 

(2) 国際登録を経由する連合の指定の転換から生じる国内商標出願又はマドリッド協定議定書の加盟当事国

の指定は、関係加盟国に関して、マドリッド協定議定書第 3条(4)による国際登録日、又は連合への拡張が国

際登録後になされたときはマドリッド協定議定書第 3条の 3(2)による連合への拡張の日、又は当該登録の優

先日、並びに該当する場合は第 153 条に基づいて主張された当該加盟国の商標のシニオリティを享受する。 

(3) 転換の請求は公告される。 

 

理事会規則第 112条 国内手続の適用のための請求 

(1) EU 商標の出願人又は所有者は、次の範囲において、自己の EU 商標出願又は EU 商標の国内商標出願への

転換を請求することができる。 

(a) EU 商標出願が拒絶され、取り下げられ又は取下とみなされた範囲 

(b) EU 商標が失効した範囲 

(2) 転換は、次の場合は行われない。 

(a) EU 商標の所有者の権利が不使用の理由により取り消された場合。ただし、転換が請求されている加盟国

において、EU商標がその加盟国の法律に基づいて真正な使用とみなされることになる使用に供されている場

合は、この限りでない。 

(b) 庁の又は国内裁判所の決定に従い、登録の拒絶理由又は取消し若しくは無効の理由が EU 商標出願又は

EU 商標に適用される加盟国における保護のための場合 

(6) EU 商標が庁の決定により拒絶された場合又は庁若しくは EU 商標裁判所の決定の結果として失効した場

合は、転換の請求は、その決定が最終的決定となった日の後 3 か月以内に提出しなければならない。 

 

審査ガイドライン PART E, section 2, 5.2 転換の申請 

転換の申請は、庁に提出される。オンライン申請フォームは、庁のウェブサイト

（https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings）にある。 

「欧州連合を指定する IRの転換申請」フォームは、庁のウェブサイト

（https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-application-forms）にある。このフォーム

は、オプトインバックの場合にも使用できる。WIPOの MM16 フォームも使用できる。しかし、庁は、電子デ

ータ形式で WIPOに転換のデータを送信する。 

 

理事会規則第 114条 転換の方式要件 

(3) 当該請求が移送された中央工業所有権庁は、出願人に対し、2 か月以上の期間内に次のことを行うよう

要求することができる。 

(a) 国内出願手数料の納付 

(b) 請求及びそれに添付された書類の、当該加盟国の公用語の 1による翻訳文の提出 

(c) 当該加盟国における送達宛先の表示 

(d) 当該加盟国により指定された数の商標の表示の提供 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-application-forms
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（６）拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 

 

 １）絶対的拒絶理由の審査において拒絶理由がなかった場合には、EUIPO は、絶対的拒絶

理由の審査が完了したが異議又は情報提供の可能性があることを記載した保護付与の陳述

書（暫定保護認容声明）を国際事務局に送付する（理事会規則第 154条(7)、実施規則第 112

規則(5)）。 

 

 ２）保護付与の陳述書の例は次のとおりである。 
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保護付与の陳述書の例 

 
※４ 審査が終了し、欠陥がない又は暫定拒絶通知が解消した旨が記載されている。 

※５ 異議申立てや情報提供の可能性があることが記載されている。  

中間状況報告書の表示 

対象商標の表示： 

国際登録番号、EUIPO への領

域指定通知日、名義人名称、

対象商標 

審査終了の記載※４ 

異議申立の可能性等に関す

る記載※５ 

審査官名 
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 ３）暫定的拒絶通報が発行された場合で、異議申立期間内に異議申立てがなかった場合

には、EUIPOは国際事務局に次のいずれかを通知する（実施規則第 113 規則(2)）。 

(a) 暫定的拒絶通報が取り下げられた場合は、当該標章が欧州連合域内において保護され

ること 

(b) 審判請求又は裁判所への訴訟の後、拒絶査定が最終的に確定した場合は、当該標章の

保護が、欧州連合域内において拒絶されること 

(c) 上記(b)の拒絶が指定商品又はサービスの一部である場合には、欧州連合域内で保護

される商品又はサービス 

 

実施規則第 113 規則 国際事務局への職権による暫定的拒絶通報の通知 

(2) (1)により発行された職権による暫定的拒絶通報の各通知に関して、また、異議申立期限が到来し、かつ、

第 115規則(1)による異議申立てを基礎とする暫定的拒絶通報が一切発行されていないことを条件として、庁

は、次の通り国際事務局に通知する。 

(a) 庁における手続の結果として暫定的拒絶通報が取り下げられた場合は、当該標章が欧州連合において保

護される事実 

(b) 該当する場合は、理事会規則第 58 条に基づく審判請求又は理事会規則第 65 条に基づく訴訟の後、当該

標章の保護を拒絶する決定が確定した場合は、庁は、当該標章の保護が欧州連合において拒絶される旨を国

際事務局に通知する。 

(c) (b)による拒絶が商品及びサービスの一部のみに関する場合は、欧州連合において保護される当該標章の

対象である商品及びサービス 

 

 ４）異議申立て 

 EUIPO は、欧州連合を領域指定した国際登録の国際登録日又は事後指定の日、出願の言

語と国際登録出願の名義人が指定した第二言語、国際登録番号、国際事務局が発行する国

際公報での公告日、商標の複製及び指定商品及びサービスの区分番号を公告する（理事会

規則第 152条(1)）。 

 EU商標の所有者が通知を受けないことを要求していなければ、連合サーチレポート作成

の請求の有無にかかわらず、先行して登録又は出願された EU商標の所有者に、あらたに当

該国際登録の領域指定の出願公告の事実が通知される（理事会規則第 155 条(4)）。 

 異議申立人は、国際登録の領域指定についての出願公告日後 1 か月経過した日から 3 か

月以内に、相対的拒絶理由に基づき異議申立てをすることができる（理事会規則第 156 条

(1)、(2)）。異議申立期間開始前に申し立てられた異議申立ては、異議申立期間開始時に行

われたものとみなされる（実施規則第 114規則(3)）。 

 異議申立てが行われた場合には、EUIPO は暫定的拒絶通報を国際事務局に送付する（実

施規則第 115規則(1)）。異議申立てが実施規則第 17規則により許容できると認定されたと

きは、EUIPOは、全当事者に通知を送付し、異議申立手続が当該通知の受領の 2か月後に開

始するものとみなす旨を知らせる。この期間は、当該期間の満了前に双方の当事者が延長

請求を提出したときは、計 24か月まで延長することができる（実施規則第 18規則(1)）。 
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 当該通知には、欧州連経済領域の非居住者である国際登録出願の名義人であって、代理

人が選任されていない場合には、暫定的拒絶通報の発行日から 2 か月以内に代理人が選任

されなければならないことが記載される。当該期間内に代理人が選任されない場合には、

国際登録の領域指定の保護は全面的に拒絶される（実施規則第 114規則(4)）。 

 通知受領後、異議手続開始までの間に、国際登録出願の名義人が国際登録の領域指定の

保護請求を取り下げ、異議申立てにかからない商品及びサービスに限定し、当事者間で和

解し、又は他の手続で当該国際登録の領域指定の保護が拒絶された場合には異議手続は終

了する（実施規則第 114 規則(2)(b)、第 18規則(2)）。また、国際登録出願の名義人が指定

商品及びサービスを限定し、異議申立人が異議申立てを取り下げた場合にも、異議手続は

終了する（第 18規則(3)）。 

 

 ５）第三者による情報提供 

 異議申立てのほか、EU 商標については出願公告後、異議申立期間終了まで（異議申立て

があった場合には出願公告後 18か月まで）の間いつでも、個人、法人、又は製造者、生産

者、サービス提供者、商業者もしくは消費者の団体は誰でも、主に絶対的拒絶理由に基づ

き、保護が拒絶されるべきことを、書面により EUIPO に情報提供（observation）すること

ができる（理事会規則第 40条(1)、(2)、審査ガイドライン Part M, 3.5）。 

 第三者の情報提供に理由があると考えるときは、審査官は暫定的拒絶通報を発行し、絶

対的拒絶理由の審査を再開する。絶対的拒絶理由がない旨記載した中間審査状況報告書が

国際事務局に送付された後でも同様である（審査ガイドライン Part M, 3.5）。 

 EU団体商標の場合には、絶対的拒絶理由のほか、EU団体商標としての登録要件について

も、第三者は情報提供をすることができる（理事会規則第 69条）。 

 

理事会規則第 40条 第三者による所見 

(1) 何れの自然人又は法人及び製造者、生産者、サービスの提供者、取引業者若しくは需要者を代表する集

団若しくは団体も、第 5 条及び第 7 条の下の、商標が職権により登録されるべきでない理由を説明した所見

書を庁に提出することができる。 

第 1サブ段落にいう人及び集団又は団体は、庁における手続の当事者とはならないものとする。 

第三者の所見は、異議申立期間の終了前に又は、商標に対する異議申立てが提出された場合は異議申立ての

最終決定の前に提出されなければならない。 

(2) 第三者の所見は、異議申立期間の終了前に又は、商標に対する異議申立てが提出された場合は異議申立

ての最終決定の前に提出されなければならない。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.5 第三者の所見 

（省略） 

第三者の所見は、EUIPO への IR の通知日から、少なくとも異議申立期間が終了するまで、及び異議申立てが

提出されている場合は、異議申立てが保留中である限り、EUIPO に有効に提出することができるが、EUIPO が

WIPOに拒絶理由の可能性について通知するための 18か月間の期間を超えて提出することができない（上記 
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3.1節参照）。 

（省略） 

標章の中間陳述書が発行された後に第三者の所見を受け取った後で、かつ EUIPO が妥当であると判断した場

合は、第三者の所見による暫定的拒絶通報が発行される。所見は暫定的拒絶通報に添付される。 

（省略） 

 

理事会規則第 69条 第三者による所見 

第 40 条に従い、EU 団体商標に対する所見書が庁に提出される場合、その所見書は、EU 団体標章の出願が第

68 条に従い拒絶されるべきであるという特別の理由を基礎とすることもできる。 

 

 ６）登録 

 マドリッド協定議定書に基づく暫定的拒絶通報が発せられない場合又は当該暫定的拒絶

通報が撤回された場合には、国際登録の領域指定は、国際登録日又は事後指定が通知され

た日から、登録された EU 商標と同一の効力を有する（理事会規則第 151 条(2)）。この場

合、EUIPOは、国際登録の領域指定の保護認容声明（statement of grant of protection）

を国際事務局に送付する（実施規則第 116規則(1)）。 

 異議申立てに基づく暫定的拒絶通報が発行された場合には、EUIPO は国際事務局に次の

いずれかを通知する（実施規則第 115 規則(5)）。ただし、複数の暫定的拒絶通報が発行さ

れている場合には、絶対的拒絶理由の審査結果と合わせた結果に基づいて通知する（実施

規則第 115規則(6)）。 

(a)異議手続の結果、暫定的拒絶通報が取り下げられ、国際登録の領域指定が欧州連合域

内において保護されること 

(b)拒絶査定が最終的に確定した場合（さらなる上訴の可能性がなくなった場合に限る）

には、国際登録の領域指定の欧州連合域内での保護が拒絶されること 

(c)上記(b)の拒絶が指定商品又はサービスの一部である場合には、欧州連合域内で国際

登録の領域指定が保護される商品又はサービス 

 当該保護認容声明が発行された場合又は暫定的拒絶通報がすべて撤回された場合には、

EUIPO は、当該事実、国際登録番号、（あれば）国際公告日、EUIPO での出願公告日及びそ

の公告番号及び該当頁数、国際登録日又は事後指定日の EUIPOでの公告日が、公報の Part 

M.3.1 に公告される（理事会規則第 152条(2)、審査ガイドライン Part M, 3.10）。国際登

録の名義人は、当該公告日から登録の効力を主張することができる（理事会規則第 151 条

(3)、第 9b条(1)）。 

 

実施規則第 115 規則 異議申立てを基礎とする暫定的拒絶通報の通知 

(5) 庁は、次の通り国際事務局に通知する。 

(a) 異議申立手続の結果として暫定的拒絶通報が取り下げられた場合は、当該標章が欧州連合において保護

される事実 

(b) 該当する場合は、理事会規則第 58 条に基づく審判請求又は理事会規則第 65 条に基づく訴訟の後に当該 
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標章の保護を拒絶する決定が確定した場合は、当該標章の保護が欧州連合において拒絶される事実 

(c) (b)による拒絶が商品及びサービスの一部のみに関する場合は、当該標章の欧州連合における保護の対象

である商品及びサービス 

(6) 同一の国際登録について複数の暫定的拒絶通報が第 112規則(1)、(2)又は本第 115 規則(1)により発行さ

れている場合は、本条規則(5)にいう送達は、それが理事会規則第 154条及び第 156条に基づく全ての手続の

結果であるので、当該標章の保護の全面的若しくは部分的拒絶に関係するものとする。 

 

理事会規則第 152条 公告 

(2) 欧州連合を指定する国際登録の保護の拒絶がマドリッド協定議定書第 5 条(1)及び(2)に従い一切通知さ

れなかったとき、又はそのような拒絶が取り下げられたときは、庁は、この事実について、国際登録の番号

及び該当する場合は国際事務局が官報により公告した当該登録の公告日と共に公告する。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.10 二回目の再公告 

（省略） 

EUTM Bulletin の Part M.3.1 には、次のデータのみが掲載される。 

111 国際登録番号。 

460 国際官報に掲載された日付（該当する場合）。 

400 EUTM Bulletin の先の公報の日付、番号、及びページ。 

450 EUTM Bulletin における国際登録又は事後指定の公告日。 

 

 ７）保護認容声明の例は次のとおりである。  
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保護認容声明の例 

 
※６ サンプルでは、審査が終了し、指定商品又はサービスの一部については拒絶され、一部の指定商品又

はサービスについては、保護を与えることが記載されている。  

保護認容声明であることの

表示 

対象商標の表示： 

国際登録番号、EUIPOへの領

域指定通知日、名義人名称、

対象商標 

保護等に関する記載※６ 

保護対象となる指定商品や

サービスの表示 

公告日に関する記載 

効力に関する記載 

審査官名 
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（７）登録 

 

 ①登録簿 

 国際登録の領域指定の保護については、直接 EUIPO に EU商標の登録が出願された場合の

ような登録簿への登録はない。 

 

 ②登録証書の発行 

 国際登録の領域指定の場合には、登録証書の発行はされない（審査ガイドライン Part M, 

3.9）。 

 

審査ガイドライン Part M, 3.9 暫定的拒絶の確認又は撤回及び保護認容声明の発行 

（省略） 

EUIPO は、IR（国際登録の欧州連合領域指定）の登録証書を発行しない。 

 

（８）登録後の注意事項 

 

 １）使用証明の提出は不要である。しかし、国際登録の領域指定の保護が認められた日

から 5 年以内に、当該商標が指定商品又はサービスに実際に使用されておらず、又は 5 年

以上連続して使用が中止されている場合で、当該使用されていないことに正当な理由がな

い場合には、取消審判又は侵害訴訟における反訴により、国際登録の領域指定の保護が取

り消される（理事会規則第 15条(1)、第 51条(1)(a)）。 

 

理事会規則第 15条 EU商標の使用 

(1) 登録後 5年の期間内に、所有者が登録されている EU 商標の対象である商品又はサービスについて欧州連

合において EU商標の真正な使用をしていなかった場合、又は 5年の期間中継続してその使用を中止していた

場合は、EU商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、

この限りでない。 

次の場合も、上記の使用を構成する。 

(a) 使用されている形態での商標が所有者名で登録されているかどうかにかかわらず、商標が登録された際

の形態における商標の識別性を変更しない要素において異なる形態での EU商標の使用 

(b) 輸出の目的のためにのみ欧州連合において商品又はその包装に EU商標を付すこと 

 

理事会規則第 51条 取消しの理由 

(1) EU 商標の所有者の権利は、次の場合は、庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎と

して取り消されるべき旨を宣言される。 

(a) 登録されている商標の対象である商品又はサービスについて、商標が欧州連合内において継続して 5年

の期間内に真正に使用されておらず、不使用に正当な理由が存在しない場合。ただし、5年の期間が満了して

から当該申請又は反訴がされる間に商標の真正な使用が開始され又は再開された場合は、何人も EU商標にお 
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ける所有者の権利を取り消すべき旨を主張することができない。ただし、申請又は反訴が提出されるかもし

れないことを所有者が知った後にのみ使用の開始又は再開の準備をした場合は、申請又は反訴の提出前 3 か

月以内の使用の開始又は再開であって、早くとも継続した 5 年の不使用期間が満了する日に開始されたもの

は、無視される。 

 

 ２）登録後ではないが、EU 団体標章又は EU 証明標章の名義人は、国際事務局が国際登

録の領域指定を EUIPO に通知した日から 2 か月以内に、直接、EUIPO に商標使用規則の写

しを提出しなければならない（理事会規則第 154a条(2)）。手数料は不要である（国際事務

局 Information Notice No.19/2004, 525）。国際登録出願の名義人は、欧州経済領域の非居

住者である場合には、EUIPO で認められた代理人を通じて行う必要がある（審査ガイドラ

イン PART M, 3.3.3.2）。 

 EU団体標章又は EU証明標章の商標使用規則を変更する場合は、EUIPO に変更後の商標使

用規則の写しを提出しなければならない（理事会規則第 71条(1)、第 74f 条(1)26）。国際登

録出願の名義人は、欧州経済領域の非居住者である場合には、この手続についても、EUIPO

で認められた代理人を通じて行う必要がある（審査ガイドライン PART M, 3.3.3.2）。 

 変更後の商標使用規則が、商標使用規則の要件を満たさず、又は登録拒絶事由に該当す

る事項を含む場合には、商標使用規則の写しは登録簿に記録されない。第三者は、当該商

標使用規則の変更を認めるか否かについて情報提供をすることができる（理事会規則第 71

条(2)、(3)、第 74f条(2)、(3)）。 

 当該写しが登録簿に記録されて始めて効力を有する（理事会規則第 71 条(4)、第 74f 条

(4)）が、国際登録の領域指定の場合には、直接 EUIPO に EU 商標の登録が出願された場合

のような登録簿には記録されない。その代わり、この商標使用規則の変更については、EUIPO

の公報に公告される（実施規則第 121規則(4)）。 

 

理事会規則第 71条 標章の使用規約の修正 

(1) EU 団体標章の所有者は、使用規約に修正があったときは、修正された規約を庁に提出しなければならな

い。 

(2) 修正された規約が第 67 条の要件を満たしていないか又は第 68条にいう拒絶理由の 1を含む場合は、そ

の修正は登録簿に登録されない。 

(3) 第 69条に従って作成された所見書は、使用規則に関して提出が許可されることもあり得る。 

(4) 本規則の適用上、使用規約の修正は、当該修正を登録簿に記入した日から初めて効力を生じる。 

 

理事会規則第 74f条 標章の使用規約の修正 

(1) EU 証明標章の所有者は、使用規約に修正があったときは、修正された規約を庁に提出しなければならな

い。 

                                                   
25 WIPOのホームページ→WIPO｜MADRID→Members→Member procedures→European Union→Miscellaneous→

「Collective and Guarantee Marks」の欄の下記リンク先（WIPO の通達）を参照。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc［最終アクセス日：2017年 1月 25日］ 
26 理事会規則第 74f条については、2017年 10月 1日に施行される。 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_19.doc
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(2) 修正された規約が第 74b 条の要件を満たしていないか又は第 74c 条にいう拒絶理由の 1を含む場合は、

その修正は登録簿に登録されない。 

(3) 第 74d条に従って作成された所見は、使用規約に関して提出することもできる。 

(4) 本規則の目的上、使用規約の修正は、当該修正を登録簿に記入した日から初めて効力を生じる。 

 

実施規則第 121 規則 団体標章 

(4) 理事会規則第 71条による標章の使用規約の修正の通知は、EU商標公報に公告される。 

 

 ３）国際登録の領域指定の保護が確定し、公告された後に、EUIPOに直接、シニオリティ

の主張をすることも認められる（理事会規則第 153a 条(1)27）。欧州経済領域の非居住者の

場合には、EUIPO で認められた代理人を通じて行う必要がある（理事会規則第 92 条(2)）。 

 

（９）異議 

 

 １）異議申立て 

 異議申立人は、国際登録の領域指定についての出願公告日後 1 か月経過した日から 3 か

月以内に、相対的拒絶理由に基づき異議申立てをすることができる（理事会規則第 156 条

(1)、(2)）。異議申立期間開始前に申し立てられた異議申立ては、異議申立期間開始時に行

われたものとみなされる（実施規則第 114 規則(3)）。国際登録の領域指定の指定商品又は

サービスの減縮した場合には、当該減縮は公告され、当該公告についても異議申立てが可

能である（理事会規則第 41条(2)）。 

 異議申立人は、次のいずれかに該当する者である（理事会規則第 41 条(1)）。 

(a) 先行登録商標と同一又は類似による混同又は先行登録商標の名声による不当な利益

の獲得等を理由とする異議について、先行登録商標の所有者と所有者から許諾を受け

た使用権者 

(b) 商標の所有者の代理人又は代理店が、所有者の同意なく自己の名称で当該商標の登録

を出願している場合の商標の所有者 

(c) 未登録商標又は取引の過程において使用される標識に後行の商標の使用を禁止する

権利が認められている場合の、当該標識の所有者及び関係する加盟国の法令により当

該権利を行使することを認められている者 

(d) 第 8 条(4a)にいう権利を行使するために、関連する欧州連合の法律又は国内法によ

って権限を与えられた者 

 異議申立てが行われた場合には、EUIPO は暫定的拒絶通報を国際事務局に送付する（実

施規則第 115規則(1)）。異議申立てが実施規則第 17規則により許容できると認定されたと

きは、EUIPOは、全当事者に通知を送付し、異議申立手続が当該通知の受領の 2か月後に開

始するものとみなす旨を知らせる。この期間は、当該期間の満了前に双方の当事者が延長

                                                   
27 理事会規則第 153a条は、2017 年 10月 1日に施行されるが、2017年 1月 25日現在の理事会規則第 153条(2)とほぼ

同様の内容である。 
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請求を提出したときは、計 24 か月まで延長することができる（実施規則第 114 規則(2)、

第 18規則(1)）。当該通知には、欧州経済領域の非居住者の国際登録出願の名義人であって、

代理人が選任されていない場合には、暫定的拒絶通報の発行日から 2 か月以内に代理人が

選任されなければならないことが記載される。当該期間内に代理人が選任されない場合に

は、国際登録の領域指定の保護は全面的に拒絶される（実施規則第 114 規則(4)）。 

 通知受領後、異議手続開始までの間に、国際登録出願の名義人が国際登録の領域指定の

保護請求を取り下げ、異議申立てにかからない商品及びサービスに限定し、当事者間で和

解し、又は他の手続で当該国際登録の領域指定の保護が拒絶された場合には異議手続は終

了する。また、国際登録出願の名義人が指定商品及びサービスを限定し、異議申立人が異

議申立てを取り下げた場合にも、異議手続は終了する（実施規則第 114 規則(2)、第 18 規

則(2)、(3)）。 

 国際登録出願の名義人が、国際登録の領域指定の保護請求を取り下げ、又は指定商品及

びサービスを限定したことにより異議手続が終了した場合には、異議手続の費用はそれぞ

れの当事者が自己に発生した費用を負担する（実施規則第 114 規則(2)、第 18 規則(4)、

18(5)）。 

 国際登録出願の名義人が、国際事務局を経由して国際登録の指定商品及びサービスを、

異議申立てにかからない商品及びサービスに限定することは可能である（マドリッド共通

規則第 25(1)(a)(ii)）。しかし、代理人を選任しない場合には、上記代理人選任期間内に当

該限定が EUIPO で受理されない場合には、国際登録の領域指定の保護が全面的に拒絶され

る可能性がある。 

 絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶通報が発行されている場合には、異議手続は

中断される。当該暫定的拒絶通報に基づき、国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定した

場合には、異議手続は廃止され、申立人に費用は返却される（実施規則第 114規則(5)）。 

 

理事会規則第 41条 異議申立て 

(1) EU商標出願の公告後 3か月以内に、次の者は、第 8 条に基づいて登録することができないという理由に

より、その商標の登録に対し異議申立てをすることができる。 

(a) 第 8 条(2)にいう先の商標の所有者及び第 8 条(1)及び(5)に関してその所有者が許諾したライセンシー 

(b) 第 8 条(3)にいう商標の所有者 

(c) 第 8 条(4)にいう先の標章又は標識の所有者及び関係国内法に基づいてこれらの権利の行使を認められ

た者 

(d) 第 8 条（4a）にいう権利を行使するための関連する連合法規又は国内法の下に許可された者 

(2) (1)に定める条件に従うことを前提として、第 43 条(2)第 2文に従い補正された出願の公告の場合にも、

商標の登録に対する異議申立てをすることができる。 

 

実施規則第 114 規則 異議申立手続 

(5) 異議申立手続は、職権による保護の暫定的拒絶通報が第 112規則により発行されるか又は発行されてい

る場合は、中止されるものとする。当該職権による保護の暫定的拒絶通報が標章の保護を拒絶する決定であ 
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って確定するものに至るときは、庁は判定には進まず、異議申立手数料を還付するものとし、また、費用の

割当に関する決定は行わない。 

 

 ２）異議手続 

 異議申立手続の言語は、異議申立人の選択により、国際登録の領域指定の言語又は名義

人が国際出願において選択した第二言語である（理事会規則第 156 条(1)、第 119 条(5)、

(6)）。ただし、当事者の合意により、EUIPOの公式言語（英語、ドイツ語、フランス語、イ

タリア語、スペイン語）の中から別の言語を選択することもできる（理事会規則第 119 条

(7)）。 

 異議手続開始後少なくとも 2 か月以上で EUIPO が指定する期間内に、異議申立人は異議

申立ての内容を補完する主張、証拠等を提出することができる。EUIPO が異議に理由がな

いと判断するときは、異議は棄却される。（理事会規則第 156 条(1)、第 42 条(1)、実施規

則第 114規則(2)、第 19 規則(1)、第 20規則(1)）。 

 国際登録出願の名義人は、先行 EU商標又は先行加盟国商標の所有者である異議申立人に

対して、国際登録の領域指定が EUIPOに通知された日の前 5年間に、当該先行 EU商標又は

先行加盟国商標がそれぞれ欧州連合域内又は加盟国において実際に使用されていたこと、

又は使用されていないことについて正当な理由があることの証明を要求することができる。

当該証明が提出されない場合には、異議申立ては棄却される（理事会規則第 156条(1)、第

42 条(2)、(3)、実施規則第 114規則(2)、第 22 規則(1)、(2)）。 

 EUIPOは、適切と考えるときは、当事者に対し、友好的な和解をするよう求めることがで

きる（理事会規則第 156 条(1)、第 42条(4)）。 

 異議申立ての審査が EU 商標出願の対象である商品又はサービスの一部又は全部につい

て商標を登録することができない旨を明らかにするものである場合は、当該商品又はサー

ビスに関してその出願を拒絶する。その他の場合、異議申立ては棄却される（第 156条(1)、

第 42条(5)）。 

 出願を拒絶する決定は、それが確定したときに公告される。（第 156条(1)、第 42条(6)）。 

 異議の審査を行う異議部の決定については、審判部に審判請求することができ、審判部

の決定については一般裁判所に上訴することができる（理事会規則第 58 条(1)、第 65 条

(1)）。 

 

理事会規則第 119条 言語 

(7) 異議申立て、取消し、無効又は審判請求の手続の当事者は、欧州連合の異なる公用語を手続言語とすべ

きことに同意することができる。 

 

理事会規則第 42条 異議申立ての審査 

(1) 異議申立ての審査において、庁は、必要とする度に、当事者に対して相手方又は庁が発した通信につい

て、庁が定める期間内に所見を提出するよう求める。 

(2) 出願人が求める場合は、異議申立てを行った先の EU 商標の所有者は、出願日前又は EU商標出願の優先 
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日前の 5 年間に、先の EU商標が、登録されている当該先の EU商標の対象である商品又はサービスについて、

連合内で真正に使用されており、その商標を自己の異議申立ての正当化のために引用することの証拠、又は

当該先の EU 商標が前記公告日に 5 年間以上登録されていることを条件として、不使用について正当な理由が

存在することの証拠を提出しなければならない。この旨の証拠の提出がない場合は、異議申立ては棄却され

るものとする。登録されている先の EU 商標の対象である商品又はサービスの一部のみについて使用されてい

た場合は、当該商標は、異議申立ての審査上、当該一部の商品又はサービスについてのみ登録されているも

のとみなす。 

(3) (2)は、欧州連合における使用に代えて先の国内商標が保護されている加盟国における使用をもって、第

8 条(2)(a)にいう先の国内商標に適用する。 

(4) 庁は、適切と考えるときは、当事者に対し、友好的な和解をするよう求めることができる。 

(5) 異議申立ての審査が EU 商標出願の対象である商品又はサービスの一部又は全部について商標を登録す

ることができない旨を明らかにするものである場合は、当該商品又はサービスに関してその出願を拒絶する。

その他の場合は、異議申立ては棄却される。 

(6) 出願を拒絶する決定は、それが確定したときに公告される。 

 

実施規則第 20規則 異議申立ての審査 

(1) 第 19規則(1)にいう期間の満了までに異議申立人が自己の先の商標又は先の権利の存在、有効性及び保

護範囲並びに異議申立ての権原を立証しなかった場合は、当該異議申立ては、基礎のないものとして却下さ

れる。 

 

実施規則第 22規則 使用証明 

(1) 理事会規則第 42条(2)又は(3)による使用証明の請求は、出願人が当該請求を第 20規則(2)により庁の指

定する期間内に提出した場合に限り許容されるものとする。 

(2) 異議申立人が使用証明を提出するか又は不使用について正当な理由が存在することを示すべきこととな

った場合は、庁は、異議申立人に対し、同庁の指定する期間内に要求された証明を提出するよう求める。庁

は、異議申立人が当該証明を期限の到来前に提出しない場合は、その異議申立てを却下する。 

 

理事会規則第 58条 審判請求の対象になる決定 

(1) 審判請求は、第 130条（a）から（d）、該当すれば同条（f）に記載された庁の意思決定事段階のいずれ

かの決定に基づくものとする。これらの決定は、第 60条にいう審判請求期間の満了日からのみ効力を生ずる

ものとする。審判請求の申請は、停止効力を有するものとする。 

 

（１０）上訴 

 

 １）審判部（Boards of Appeals）への審判請求 

 審査官（examiners）、異議部（Opposition Divisions）、登録担当部（a department in 

charge of the Register）、取消部（Cancellation Divisions）、長官によって任命された、

手続に関する決定の権限を有する他の部署や者（any other unit or person appointed by 
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the Executive Director to that effect）の決定については、当該決定により不利益を受

ける当事者は、当該決定が通知された日から 2か月以内に、審判部(Boards of Appeals)に

審判請求することができる審判請求人は、審判請求のときまでに費用を支払い、決定が通

知された日から 4 か月以内に審判請求の理由を、審判請求の対象となる決定が行われた手

続の言語を用いて記載した書面を提出しなければならない（理事会規則第 58条(1)、第 59

条、第 60条(1)）。 

 当該決定した部門が、審判請求に理由があると認める場合は、その部門が決定を訂正す

る（理事会規則第 61条(1)）。一方、理由陳述書の受領後 1か月以内に決定が訂正されない

場合は、審判請求は、遅滞なく、かつ、本案についての意見を付すことなしに審判部に移

送される（理事会規則第 61条(2)）。 

 審判部は、決定部門が有するすべての権限に基づいて決定を下すほか、決定部門に差し

戻すこともできる。差戻し審は、審判部の決定の理由に拘束される。審判請求された決定

は効力を停止する。審判部の決定は、一般裁判所への上訴期間の満了日、又は一般裁判所

に対し訴訟が提起された場合は、その訴訟が却下された日若しくは一般裁判所の決定に対

して司法裁判所に上訴された日から効力を有する（理事会規則第 64条）。 

 

理事会規則第 59条 審判を請求できる者及び審判請求手続の当事者となれる者 

決定により不利な影響を受ける手続の何れの当事者も、審判請求をすることができる。当該手続の何れの他

の当事者も、当然の権利として審判請求手続の当事者となるものとする。 

 

理事会規則第 61条 査定系事件における決定の訂正 

(1) 審判請求を提出した当事者がその手続の唯一の当事者であり、かつ、その決定に不服を申し立てられて

いる部門が審判請求を許容でき、かつ、根拠が十分であるとみなすときは、当該部門はその決定を訂正する。 

(2) 当該決定が理由陳述書の受領後 1か月以内に訂正されない場合は、審判請求は、遅滞なく、かつ、本案

についての意見を付すことなしに審判部に移送される。 

 

理事会規則第 64条 審判請求に係る決定 

(1) 審判部は、審判請求の受理可能性について審理した後、審判請求について決定する。審判部は、審判請

求の対象である決定をした部門の権限内において権限を行使するか又は更に続行するために事件を当該部門

に差し戻すことができる。 

(2) 審判部が審判請求の対象である決定をした部門に更に事件を差し戻した場合は、当該部門は、事実が同

一である限りにおいて、審判部の決定に拘束される。 

(3) 審判部の決定は、第 65 条(5)にいう期間の満了日から、又は当該期間内に一般裁判所に対し訴訟が提起

された場合は、その訴訟が却下された日若しくは一般裁判所の決定に対して司法裁判所に上訴された日から

初めて効力を生じる。 

 

 ２）一般裁判所への訴訟 

 審判部の審判請求の決定については、当該決定により不利な影響を受けた何人も、当該
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決定の通知の日から 2 か月以内に、一般裁判所に上訴することができる。一般裁判所は決

定を無効とし又は変更することができる（理事会規則第 65条(1)、(3)-(5)）。 

 一般裁判所の決定については、司法裁判所に上訴することができる（理事会規則第 64条

(3)）。 

 

理事会規則第 65条 司法裁判所への訴訟 

(3) 一般裁判所は、争われている決定を無効とし又は変更する管轄権を有する。 

(4) 訴訟は、審判部に対する手続の当事者であって審判部の決定により不利な影響を受けた 

何人も、これを提起することができる。 

 

（１１）権利行使 

 

 ①権利の発生時期、条件 

 

 マドリッド協定議定書に基づく暫定的拒絶通報が発せられない場合又は当該暫定的拒絶

通報が撤回された場合には、国際登録の領域指定は、国際登録日又は事後指定が通知され

た日から、登録された EU 商標と同一の効力を有する（理事会規則第 151 条(2)）。この場

合、EUIPOは、国際登録の領域指定の保護認容声明（statement of grant of protection）

を国際事務局に送付する（実施規則第 116規則(1)）。 

 当該保護認容声明が発行された場合又は暫定的拒絶通報がすべて撤回された場合には、

EUIPO は、当該事実、国際登録番号、（あれば）国際公告日、EUIPO での出願公告日及びそ

の公告番号及び該当頁数、国際登録日又は事後指定日の EUIPOでの公告日が、公報の Part 

M.3.1 に公告される（理事会規則第 152条(2)、審査ガイドライン Part M, 3.10）。国際登

録の名義人は、当該公告日から登録の効力を主張することができる（理事会規則第 151 条

(3)、第 9b条(1)）。 

 

 ②侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 

 

 訴訟の提起は、原則として被告が居住する加盟国（被告が欧州連合域内に居住しない場

合は、原告が居住する加盟国、原告・被告共に欧州連合域内に居住しない場合には EUIPOが

所在する加盟国）の裁判所に提起する（理事会規則第 97条(1)-(3)）。EU 商標裁判所は、す

べての加盟国における侵害事件及び補償金請求事件について判断することができる（理事

会規則第 98条(1)）。 

 侵害行為が行われた加盟国の裁判所に訴えを提起することもできるが、この場合、裁判

所は当該加盟国内で生じた行為についてのみ判断することができる（理事会規則第 97 条

(5)、第 98条(2)）。 

 EU商標の名義人は、特段の事由がない限り、欧州連合全域における侵害行為の差止めを

請求することができるほか、当該裁判所が存在する加盟国法に基づいて当該差止めの実効
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性を確保するための方策を請求することができる。また、侵害行為が行われ若しくは行わ

れる可能性のある加盟国法に基づく救済を受けることができる（理事会規則第 102条）。 

 無効又は取消しの反訴が提起される場合がある（理事会規則第 100条(1)）。EU商標裁判

所は、被告に一定の期間内の取消し又は無効審判の請求を要求し、審理を中断することが

できる。被告が所定の期間内に当該審判を請求しない場合には、反訴は取り下げられたと

みなされる（理事会規則第 100条(7)）。 

 侵害行為の差止めの仮処分等の保全処分の申請は、加盟国の商標について、加盟国の法

律で認められる範囲において、いずれの裁判所にもすることができる。ただし、欧州連合

域内のいずれの場所についても保全処分を命じることができるのは、EU 商標裁判所に限ら

れる（理事会規則第 103 条）。 

 

理事会規則第 97条 国際管轄権 

(1) 本規則の規定に従い、かつ、第 94 条により適用される規則(EC)No.44/2001 の規定に従うことを条件と

して、第 96条にいう訴訟及び主張に関する手続は、被告が居住する加盟国の裁判所、又は加盟国の何れにも

居住していない場合は、施設を有する加盟国の裁判所に対して行うものとする。 

(2) 被告が加盟国の何れにも居住せず、施設も有していない場合は、その手続は、原告が居住する加盟国の

裁判所、又は加盟国の何れにも居住していない場合は、施設を有する加盟国の裁判所に対して行うものとす

る。 

(3) 被告及び原告の何れもそのようには居住しておらず又は施設も有さない場合は、その手続は、庁が所在

する加盟国の裁判所に対して行うものとする。 

(5) 第 96 条にいう訴訟及び主張に関する手続は、EU 商標の不侵害の宣言を求める訴訟を除き、侵害行為が

行われ若しくはその虞がある加盟国の裁判所、又は第 9 条(3)第 2文の意味における行為が行われている加盟

国の裁判所に対しても行うことができる。 

 

理事会規則第 98条 管轄権の範囲 

(1) 第 97条(1)から(4)までに基づく管轄権を有する EU 商標裁判所は、次の行為について管轄権を有する。 

(a) 加盟国の何れかの領域内で行われ又は行われる虞のある侵害行為 

(b) 加盟国の何れかの領域内で行われる第 9条(3)第 2 文の意味における行為 

(2) 第 97条(5)に基づく管轄権を有する EU商標裁判所は、その裁判所が所在する加盟国の領域内で行われ又

は行われる虞のある行為についてのみ管轄権を有する。 

 

理事会規則第 102条 制裁規定 

(1) EU 商標裁判所は、被告が EU 商標を侵害している又は侵害の虞があると認定する場合は、それを行って

いないことの特別の理由が存在しない限り、被告に対し EU 商標を侵害したか又は侵害することになる行為を

禁止する命令を発する。EU商標裁判所は、また、この禁止の遵守を確実にすることを目的としたその国内法

に従った措置を講じるものとする。 

(2) EU 商標裁判所は、事件の状況において適切と考える適用法を下に措置又は命令を適用することができ

る。 
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理事会規則第 100条 反訴 

(1) 取消しを求める反訴又は無効宣言を求める反訴は、本規則にいう取消し又は無効の理由に基づいてのみ

提起することができる。 

(7) 取消し又は無効宣言を求める反訴について聴聞を行う EU 商標裁判所は、EU 商標の所有者による申請に

基づくときは相手方当事者を聴聞した後に手続を中止することができ、また、被告に対し、同裁判所が決定

する期限内に庁に取消し又は無効宣言を求める申請を提出するよう求めることができる。その期限内にその

申請がなされない場合は、手続は続行され、反訴は取下とみなされる。第 104条(3)を適用する。 

 

理事会規則第 103条 暫定的措置及び防御措置 

(1) 本規則に基づいて、他の加盟国の EU商標裁判所が事件の実体について管轄権を有する場合であっても、

EU 商標裁判所を含む加盟国の裁判所に対し、国内商標に関し当該国の法律に基づいて利用することができる

ような EU商標又は EU 商標出願に関する防御措置を含む暫定的措置を求めて申請をすることができる。 

(2) 第 97条(1)、(2)、(3)又は(4)に基づく管轄権を有する EU商標裁判所は、規則(EC)No.44/2001 の第 III

編により承認及び執行のために必要とされる手続に従うことを条件として、加盟国の領域内において適用さ

れる暫定的措置及び防御措置を認めるための管轄権を有する。他の裁判所は、このような管轄権を有さない

ものとする。 

 

（１２）議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 

 

 １）セントラルアタックにより国内出願に変更した際の取扱い 

 国際登録が本国官庁の要求により、指定商品又はサービスの全部又は一部について取り

消された場合には、国際登録出願の名義人は国際登録が保護されていた締約国の官庁に同

一商標の登録を出願することができる。当該出願は、取り消された国際登録の領域指定の

保護開始日に応じて、国際登録日又は事後指定の日に出願されたものとみなされ、当該国

際登録に優先権が認められていた場合には、同一の優先権を有する。ただし、当該出願は

国際登録が取り消された日から 3 か月以内に行われ、出願にかかる指定商品又はサービス

は国際登録の領域指定により当該出願国で保護されていた指定商品及びサービスに含まれ

ており、手数料の支払を含む当該締約国の法令に従っていることを条件とする（マドリッ

ド協定議定書第 9条の 5）。 

 EU商標の出願に関する規定は、上記マドリッド協定議定書第 9条の 5 に基づく国際登録

の取消しに伴う EU商標の出願（変更、transformation）に準用される（理事会規則第 161

条(1)）。ただし、当該変更の申請にかかる国際登録の領域指定について、保護認容声明が

発行され、又は暫定的拒絶通報がすべて撤回されて公報に公告されている場合には、絶対

的拒絶理由の審査、サーチレポートの作成、出願公告、情報提供、異議申立て、異議申立

手続に関する理事会規則第 37条から第 42条は適用されない（理事会規則第 161条(2)）。 

 出願条件の審査が行われ、その際に、国際事務局により国際登録が取り消された日から

3か月以内に出願がなされなかったことが判明した場合又は EU商標登録の対象となる商品

及びサービスが、欧州連合に関して登録されていた国際登録の対象である商品及びサービ
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スの一覧に含まれていない場合には、国際登録出願の名義人は、その欠陥を是正するよう

促される。この欠陥に関して、EUIPO が定めた期間内に是正されない場合には、国際登録

日、領域拡張日及びあれば国際登録の優先日に対する権利が失われる（理事会規則第 161

条(4)、(5)28、実施規則第 124規則(3)、(4)）。 

 変更による EU商標の出願には、変更による出願である旨を記載し、通常の出願の記載事

項のほかに、取り消された国際登録の番号、国際登録が取り消された日、場合に応じて取

り消された国際登録の国際登録日又は欧州連合を事後指定した日、必要に応じて取り消さ

れた国際登録に記録された国際出願で主張された優先日を記載しなければならない（実施

規則第 124規則(1)、(2)）。 

 欧州経済領域の非居住者の場合には、EUIPO で認められた代理人を通じて行う必要があ

ると考えられるが、変更の説明が記載されている審査ガイドライン Part M, 4.3には、代

理人の選任を要する記載はない。 

 変更のための特別な手数料はなく、通常の EU 商標出願手数料を、EUIPO に対して EU 商

標出願の 1か月以内に支払えばよい（審査ガイドライン Part M, 4.3.6）。 

 

マドリッド協定議定書第 9条の 5 国際登録の国内出願又は広域出願への変更 

国際登録が、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第 6条(4)の規定に基

づく本国官庁の請求により取り消された場合において、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国

の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは、当該標章登

録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、第 3条(4)に規定する国際登録の日又は

第 3条の 3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名

義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。 

(i) 標章登録出願が国際登録の取り消された日から 3か月以内に行われること。 

(ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録において指定されて

いた商品及びサービスに実際に含まれること。 

(iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。 

 

理事会規則第 161条 変更 

(1) (2)に従うことを条件として、EU 商標出願に適用される規定は、マドリッド協定議定書第 9 条の 5 によ

る国際登録の EU商標出願への変更を求める申請に準用する。 

(2) 変更を求める申請が第 152 条(2)によりその詳細が公告されている欧州連合を指定する国際登録に関係

するときは、第 37 条から第 42 条までは適用されないものとする。 

(4) 第 36条（1）（b）に従う審査の過程において、庁が、国際事務局により国際登録が取り消された日から

3 か月以内に出願がなされなかったと庁が判断した場合、又は EU 商標登録の対象となる商品及びサービス

が、国際登録が連合に関して登録された商品及びサービスの一覧に含まれていない場合には、庁は出願人に

その欠陥を是正するよう求めるものとする。 

                                                   
28 理事会規則第 161条(4)、(5)は 2017年 10月 1日に施行されるが、その内容は実施規則第 124 規則(3)、(4)に規定さ

れているため、2017年 1月 25日現在と運用は変わらない。 
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(5) 庁が定めた期間内に(4)に記載された欠陥が是正されない場合は、国際登録日又は領域拡張の権利、及び

あれば国際登録の優先権が失われるものとする。 

 

実施規則第 124 規則 欧州連合を指定する国際登録の EU 商標出願への変更 

(1) マドリッド協定議定書第 9条の 5により、かつ、理事会規則第 161条に従い、国際事務局が本国当局の

請求により取り消した国際登録の変更を検討するために、EU商標出願にはその旨の表示を含めなければなら

ない。その表示は、当該出願時にしなければならない。 

(2) 当該出願には、第 1規則にいう表示及び要素に加え、次のものを含める。 

(a) 取り消された国際登録の番号の表示 

(b) 国際事務局が当該国際登録を取り消した日付 

(c) 該当する場合は、マドリッド協定議定書第 3 条(4)による国際登録日又はマドリッド協定議定書第 3条の

3(2)による国際登録の後になされた欧州連合への領域拡張の記録日 

(d) 該当する場合は、国際事務局が保管する国際登録簿に登録された国際出願において主張された優先日 

(3) 第 9 規則(3)に従う審査の過程において、国際事務局が国際登録を取り消した日付から 3か月以内に当該

出願がなされなかったこと又は登録されるべき EU 商標の対象である商品及びサービスが欧州連合に関して

登録されていた国際登録の対象である商品及びサービスの一覧に含まれていないことを庁が認める場合は、

同庁は、同庁の指定する期間内に発見された欠陥を是正し、かつ、特に商品及びサービスの一覧を欧州連合

に関して登録されていた国際登録の対象である商品及びサービスの一覧に含まれている商品及びサービスに

限定するよう出願人に求める。 

(4) (3)にいう欠陥が期限内に是正されない場合は、国際登録日又は領域拡張日及び存在する場合は国際登録

の優先日に対する権利は喪失する。 

 

審査ガイドライン Part M, 4.3.6 料金 

特別な「変更」の手数料はない。EU を指定する IR の変更に起因する EUTM 出願は、「通常の」EUTM 出願と同

じ手数料、すなわち基本手数料の対象となる。 

EUTM 出願の基本手数料は、EUTMR 第 27 条及び MP29第 9 条（iii）に従い、変更が認められるに、EUTM 出願か

ら 1か月以内に EUIPO に支払われなければならない。例えば、変更の 3か月の期限の終了が 2012年 4月 1日

で EUTM出願への変更が 2012 年 3月 30日に行われた場合、基本料金の支払期限は 2012年 4月 30日である。

その日以降に支払いが行われた場合、変更の条件は満たされず、変更は拒絶され、EUTM 出願に与えられる出

願日は支払日となる。 

 

 ２）代替（Replacement）の取扱い 

 同一の商標についての EU 商標の登録と国際登録が同一人名義でなされている場合には、

国際登録は、EU商標に認められた権利を損なうことなく、EU商標に代替する。ただし、当

該国際登録の領域指定が欧州連合内で保護されており、EU商標の指定商品又はサービスは

欧州連合内で保護が認められた国際登録の領域指定の指定商品又はサービスに含まれてお

り、EU 商標の登録後に国際登録の領域指定が EUIPO に通知されていることを条件とする

                                                   
29 マドリッド議定書のこと。 
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（マドリッド協定議定書第 4条の 2(1)）。 

 EUIPOは、請求により、EU商標がマドリッド協定議定書第 4条の 2(2)に従い国際登録に

より差し替えられたものとみなす旨の通知を登録簿に登録する（理事会規則第 157条）。そ

の事実は公報 C.3.7に公告される（審査ガイドライン Part M, 4.4.5）。要望に様式はな

く、代替の記録の請求は無料である（審査ガイドライン Part M, 4.4.4）。欧州経済領域の

非居住者の場合には、EUIPOで認められた代理人を通じて行う必要があると考えられるが、

代替の説明が記載されている審査ガイドライン Part M, 4.4には、代理人の選任を要する

記載はない。 

 EU商標に代替が記録されたときは、国際事務局に通知され、国際事務局は当該事実を国

際登録に記録し、公告し、名義人に通知する（マドリッド共通規則第 21 規則(1)、(2)(a)）。 

 代替の申請は、国際登録の領域指定又は事後指定が EUIPO に通知された後はいつでもす

ることができる（審査ガイドライン Part M, 4.4.3）。代替の申請についてはマドリッド協

定議定書第 4 条の 2 要件の形式審査のみが行われるが、名義人の同一性については譲渡の

可能性もあるため審査されない。代替の要件がみたされているかどうかの最終確認は国際

登録出願の名義人が行うべきである。代替が記録された後においても EU 商標の登録が更新

されている限りは、国際登録と EU商標は併存することになる（審査ガイドライン Part M, 

4.4.3）。セントラルアタックの危険のある国際登録日から 5年間は EU商標を維持すること

が望ましい。 

 先行する EU商標がシニオリティの権利を有する場合には、当該権利も損なわれることは

ないと考えられるため、シニオリティの権利（該当加盟国及び権利日）も、代替の通知に

際して国際事務局に通知される（審査ガイドライン Part M, 4.4.6）。 

 

マドリッド協定議定書第 4条の 2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替 

(1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、か

つ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録に

より生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、

当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。 

(i) 国際登録による標章の保護の効果が第 3 条の 3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいるこ

と 

(ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録に

おいても指定されていること。 

(iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること 

(2) (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。 

 

理事会規則第 157条 国際登録による EU商標の差替 

庁は、請求により、EU 商標がマドリッド協定議定書第 4 条の 2に従い国際登録により差し替えられたものと

みなす旨の通知を登録簿に登録する。 
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審査ガイドライン Part M, 4.4.5 公告 

（省略） 

代替は EU商標の登録簿に記入され、公報 Part C.3.7 に掲載される。 

 

審査ガイドライン Part M, 4.4.4 手数料 

代替の記録の請求は無料である。 

 

マドリッド共通規則第 21規則 国際登録による国内登録又は広域登録の代替 

(1)［通報］ 

協定第 4 条の 2(2)又は議定書第 4条の 2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に

直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に

記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報する。かかる通報には、次のものを表示する。 

(i) 関係する国際登録の番号 

(ii) 代替が、国際登録に係る一又は複数の商品及びサービスのみに関係する場合には、当該商品及びサービ

スの表示、及び 

(iii) 国際登録によって代替された国内登録又は広域登録の出願日及び出願番号並びに登録日及び登録番

号、及び優先日(該当する場合) 

この通報には、国際事務局と関係する官庁の間で合意した様式により、国内登録又は広域登録により生ずる

他の権利に基づく情報を含めることができる。 

(2)［記録］ 

(a） 国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録し、その旨を名義人に通報する。 

 

審査ガイドライン Part M, 4.4.3 手続 

代替の請求は、WIPO による EU 指定の通知後いつでも、国際登録の保有者が EUIPOに提出することができる。 

（省略） 

代替が記録された後、EU商標は、所有者が更新する限り、登録簿に正常に維持される。換言すれば、代替さ

れた EU商標と EUを指定する IR（国際登録）との間には、共存がある。 

（省略） 

 

審査ガイドライン Part M, 4.4.6 代替とシニオリティ 

（省略） 

代替は、先の登録により「取得した権利を害することなく」行われるため、EUIPO は、CR30第 21規則の下 WIPO

に送付する通知の内容内で、置き換えられた EUTM 登録に含まれるシニオリティの主張に関する情報を含め

る。 

 

 

                                                   
30 マドリッド共通規則のこと。 
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（１３）議定書に関する宣言 

 

 ①手数料（個別手数料の宣言の有無） 

 

 個別手数料を宣言している。 

 以前は、商品・サービスの 3 類分までは同一料金であったが、2016 年 3 月 23 日より、

次のような料金体系となった。 

 手数料は、出願又は事後指定及び更新時に、商品やサービス 1 類分では 897 スイスフラ

ン、2類分では 952スイスフランであり、3類分以上では、1類追加ごとに 164スイスフラ

ン追加される31。 

 団体標章の場合の手数料は、出願又は事後指定及び更新時に、1類分では 1531スイスフ

ラン、2 類分では 1586 スイスフランであり、3 類分以上では、1 類追加ごとに 164 スイス

フラン追加される32。 

 

 ②暫定拒絶通報期間（18 か月）に関する宣言 

 

 暫定的拒絶通報の期間を 18か月とすることを宣言している。 

 

 ③使用意思の宣言 

 

 使用意思の宣言は要求していない。ただし、団体商標は使用規則を提出する必要がある。 

 

 ④ライセンスに関する宣言 

 

 国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言はしていない。国際登録に記

録されたライセンスは、欧州連合内で有効である。 

 

（１４）欧州の特徴的な制度 

 

 １）スローガンや音響、色彩又は色彩の組合せのみの商標についても登録が認められる

ことがある。商品及びサービスの指定は、分類の見出しによることも認められる。 

 

 ２）類似の商標が類似の指定商品及びサービスに使用される場合であっても、当事者間

で解決することを優先的に考えるシステムがある。 

(a) EUIPOは、出願人の請求があれば、サーチレポートにより、先行する類似商標等を国

                                                   
31 下記リンク先→1. Designations made in the international application or subsequent to the international 

registration→「European Union」の欄及び下記リンク先→2.Renewal→「European Union」の欄を参照。 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html［最終アクセス日：2017年 1月 27日］ 
32 同上 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
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際登録出願の名義人に通知する。 

(b) 上記サーチレポートに記載された先行商標の所持所有者に、類似する商標の国際登録

の領域指定を通知する。 

(c) 相対的拒絶理由の審査は、異議申立てがある場合のみ行われるので、同一商標が登録

されていても、当該商標登録の所有者の同意を得られれば登録される可能性がある。 

(d) 異議申立手続開始前に当事者間での協議や和解による解決の期間が設けられている。 

 

 ３）欧州連合の加盟国全体で効力を有することに伴う重複や不都合を軽減するための制

度がある。 

(a) EU 商標が拒絶され、又は消滅した場合に、欧州連合の加盟国の国内商標の登録の出

願（国際登録の領域指定を含む）に転換（conversion）できる制度がある。 

(b) 新たに登録された EU 商標の権利者が、欧州連合の各加盟国での商標登録を維持する

ことなく、当該権利者が従来から当該加盟国において有していた当該加盟国商標につ

いての権利を継続して保有できるシニオリティの制度がある。 

 

（１５）ウェブサイト等からの入手可能な情報 

 

 ①商標検索システム 

 

参照アドレス：https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks 

 

検索手順： 

手順１： 

EUIPO のトップページ（https://euipo.europa.eu/）の「Search」の「eSearch plus」をク

リック。 

  

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks
https://euipo.europa.eu/
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手順２： 

簡易商標検索ページ（https://euipo.europa.eu/eSearch/）の「Advanced seach」をクリ

ック。 

  

「eSearch plus」をクリック 

https://euipo.europa.eu/eSearch/
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手順３： 

高度商標検索ページ 

初期画面における検索項目は、以下の２つのみである。 

１）Trade mark number：商標登録番号 

  フリーフォームで入力する。検索条件をプルダウンメニューから「contains（を含

む）」、「is（と等しい）」、「starts with（から始まる）」、「ends with（で終わる）」の

いずれか１つを選択できる。 

２）Trade mark name：商標名 

  フリーフォームで入力する。検索条件は１）と同様に選択できる。 

※１ 検索結果については、「Sort results by」のプルダウンメニューから「Trade mark 

number（商標登録番号）」、「Trade mark name（商標名）」、「Filing date（出願

日）」、「Registration date（登録日）」、「Publication date in A.1.（出願公告

日）」のいずれか１つを選択して、かつ「Ascending（昇順）」又は「Descending

（降順）」を選択することで、表示する順番を変更することができる。なお、初期

「Advanced seach」をクリック 
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画面では、「Trade mark number（商標登録番号）」及び「Ascending（昇順）」が設

定されている。 

※２ 上記以外の検索項目を追加する場合は、画面左の一覧の検査項目をクリックするこ

とで追加することができる。 

※３ 検査項目の一番右側の×印をクリックすることで、検査項目を除くことができる。 

 

追加できる主な検査項目は、以下のとおりである。 

３）Trade mark representation：商標の表示 

  図形ファイルを所定の範囲内にドラッグアンドドロップ又はアップロードして、検索

することができる。ファイル形式は JPG、PNG、GIF、TIFFに対応している。 

４）Trade mark type：商標の種類 

  All（全選択）、3D（立体）、Color（色）、Sound（音）、Figurative（図形）、Others

（その他）、Olfactory（匂い）、Hologram（ホログラム）、Word（文字）の選択が可。 

５）Trade mark basis：検索商標の対象 

  All（全商標が対象）、EUTM（全 EU商標が対象）、EUTM on which IA is based（国際

出願された EU商標のみ対象）、IR designating the EU（欧州連合を指定した国際登

録商標が対象）の選択ができる。 

６）Trade mark status (IR)：欧州連合を指定した国際登録商標の状況 

  All（すべて）、IR received（領域指定通知の受領）、IR under examination（審査

中）、Opposition pending（異議申立受領）、Start of opposition period（異議申立

期間開始）、IR refused（拒絶）、IR accepted（保護認容）、IR decision appealed

（審判請求）、Removed from the Register（登録簿からの取消し）、IR cancelled

（放棄）の選択ができる。 

７）Nice Classification：ニース分類 

  01～45までの番号の選択ができる（複数選択可）。 

 

ここでは、以下の条件で検索する。 

１）：Trade mark name “contains” “beer” 

６）：Trade mark status (IR) ”IR accepted” 

※１：Sort results by “Trade mark number” “Descending” 
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※２ 項目をクリックすることで検索

項目に追加することができる。 

※３ 「×」をクリックすることで、検

索項目から除くことができる。 

※１ プルダウンメニューから項目を

選択することで、検索結果の表示

順番を変更することができる。 
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手順４： 

検索結果の表示画面 

初期画面の表示形態は「Detail View」に設定されており、商標ごとに以下の項目が表示

されている。 

１）出願番号－商標名、２）図形（図形商標の場合のみ）、３）Trade mark information

（商標の情報）、４）Owner information（所有者の情報）、５）Representative 

information（代理人の情報）、６）Last publication（最終公告） 

 

各商標の詳細については、１）出願番号－商標名をクリックすれば見られる。また、図形

をクリックすると図形商標を拡大してみることができる。なお、出願番号については、EU

を指定する国際登録は、国際登録番号の前に「W」が付いており、その後、新しい国際登

録商標の場合には 0（例：W0 1234567）、事後指定の場合は 1（例：W1 0987654）で示され

る。商標検索システムで検索する場合は、「W」は入力せずに検索する点に留意すべきであ

る。 

検索結果の表示形態は、「Detail View」以外にも「List View」又は「Images View」に切

り替えることができる。なお、「List View」の場合には、上記の「W」は省略されてい

る。 
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クリックすると詳細が見られる。 

表示形態を切り替えられる。 
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手順５： 

各商標の詳細情報の表示ページ 

１）Timeline：経過 

２）Actions and communications：アクションとやりとり 

３）Graphic representation：図形表現 

４）Trade mark information：商標の情報 

５）Goods and services：商品とサービス 

６）Description：商標の説明 

７）Owners：所有者 

８）Representatives：代理人 

９）Correspondence：書簡のやりとり 

１０）IR transformation：変更 

１１）Seniority：シニオリティ 

１２）Exhibition priority：博覧会による優先権 

１３）Priority：優先権 

１４）Publications：公告状況 

１５）Cancellation：放棄 

１６）Recordals：登録 

１７）Oppositions：異議 

１８）Appeals：審判請求、上訴 

１９）Decisions：判決 

２０）Renewals：更新 

２１）Trade mark relations：関連する商標 
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 ②有効な指定商品・役務（サービス）名を確認するサイト 

 

参照アドレス：http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings 

 

検索手順： 

手順１： 

EUIPO のトップページ（https://euipo.europa.eu/）の「Search」の「TMclass」をクリッ

ク。 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings
https://euipo.europa.eu/
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手順２： 

（http://tmclass.tmdn.org/ec2/）の画面下部の「ニース国際分類見出し」をクリック。 

「TMclass」をクリック 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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手順３： 

ニース国際分類見出しの画面（http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings）が表示さ

れる。 

なお、表示言語は、画面右上のプルダウンメニューから選択できる。 

  

「ニース国際分類見出し」をクリック 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings
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手順４： 

用語の検索を行うには、（http://tmclass.tmdn.org/ec2/）の画面で、「用語の検索」に用

語を、必要であれば「ニース分類」に分類番号を、入力して、「検索」のボタンをクリッ

ク。 

ここでは、用語「beer」を入力して検索。 

  

http://tmclass.tmdn.org/ec2/


80 

 

手順５： 

検索結果の表示画面 

調和済みにチェックがあれば、欧州共通、つまり EUIPOで受け入れられている用語である

こと意味している。 

  

用語、分類番号を入力して、「検索」クリック 
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